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平成１５年の次世代育成支援対策推進法の制定に伴い市町村はその行動計画の策定が義務化されま

した。本町では、平成１７年から平成２１年までを期間とする前期計画を策定し以降その計画に基づき

事業を推進してまいりました。その前期計画期間が満了となることから、後期計画（Ｈ２２～Ｈ２６）

を策定することになりました。 
さて、ご承知のとおり日本の人口は、平成１７年に戦後初めて前年を下回って以来、平成２１年まで

連続して減少しており急速な少子化の進行を向かえています。 
少子化の影響は、世代・家族・地域・社会のあり方に変化をもたらしワークライフバランス、核家族

化、地域のコミュニティ・子育て環境等喫緊の課題となっております。 
 国は、次世代育成支援対策として、平成１８年度以降、児童手当法の改正をはじめ、就学前の子ども

に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の制定や児童虐待の防止等に関する法律改正、

学校基本法の改正、保育所保育指針及び幼稚園教育要領の変更とともに児童福祉法及び次世代育成支援

対策推進法の改正を行い子育て支援を図っています。 
本町におきましては、芦北町総合計画の基本目標である「ひとにやさしい快適なまちづくり」の支援

策として、合併以降、地域福祉計画・障害福祉計画の策定、次世代育成支援対策地域協議会・要保護児

童対策地域協議会等を設置しました。    
また、平成１８年度には、子ども医療費の無料化を４歳未満から小学３年生まで引き上げ、平成２１

年度には、中学３年生までに引き上げました。さらに、平成２０年度は認可外保育施設への単町支援事

業を拡充するとともに平成２１年度には、放課後児童健全育成事業、放課後子ども教室推進事業を新設

し子育て支援を図っているところです。 
この度、後期計画を作成するに当たり、平成２０年９月に保育等のニーズ調査を就学前及び就学児（小

学３年生迄）の全世帯に配布し御協力をお願いしました。今後、保護者の皆様のニーズを本計画に繁栄

し、事業推進に努めてまいりますのでどうぞ御理解下さい。 
終わりに、本計画に御協力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げますとともに、今後の施策の

推進への更なる御支援、御協力を心よりお願い致します。 
 

 

                                                       平成２２年３月 
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１. 計画策定の背景 

（１）国の少子化対策（次世代育成支援対策）の経緯 

  ○ 平成 14 年１月 新しい「日本の将来推計人口」の公表 

    ・平成 62 年（2050 年）における合計特殊出生率の見通しが 1.61（平成９年推計）から 1.39

（平成 14 年推計）と低下した。 

・少子化の主たる要因として、晩婚化に加え、「夫婦の出生力そのものの低下」という新たな

傾向が認められる。 

・今後も少子化がより一層進展するとの見通し。 

○ 平成 14年５月 少子化対策に関する総理大臣の指示 

・少子化の流れを変えるための実効性のある対策を検討するよう厚生労働大臣に指示。 

○ 平成 14年９月 「少子化対策プラスワン」を厚生労働大臣から総理大臣に報告 

・少子化の流れを変えるため、従来の取り組みに加え、もう一段の少子化対策を推進。 

○ 平成 15年３月 「次世代育成支援に関する当面の取り組み方針」の取りまとめ（少子化対策推

進関係閣僚会議） 

           次世代育成支援対策推進法案及び児童福祉法改正法案（国会提出） 

○ 平成 15年７月 次世代育成支援対策推進法及び児童福祉法改正法の成立 

○ 平成 16年 6 月  少子化社会対策大綱閣議決定 
○ 平成 16年 12 月 子ども子育て応援プラン（少子化社会対策会議） 

○ 平成 17年 4 月 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画施行 

○ 平成 18年 6 月 新しい少子化対策（少子化社会対策会議） 

○ 平成 19年 12 月「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（少子化社会対策会議） 
 

（２）少子化がわが国にもたらすマイナスの影響 

○1 経済面 

ア. 労働力人口の減少と経済成長への影響 

x 労働力人口が減少するとともに、労働力人口に占める高齢者の割合が高くなることにより労

働力供給が減少する。 
x 貯蓄を取り崩して生活する高齢者の増加による貯蓄率の低下は、投資や労働生産の上昇が抑

制され、経済成長率の低下等経済活動の制約を強める懸念がある。 
 

イ. 国民の生活水準への影響 

x 少子化は、人口に占める高齢者の割合を高め、年金、医療、福祉等の社会保障の分野におけ

る現役世代の負担が増大するなど、現役世代の税・社会保険料を差し引いた手取り所得が減少

する。 
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○2 社会面 

ア. 家族の変容 

x 単身者や子どものいない世帯が増加し、社会の基礎的単位の「家族」の形態が変化するとと

もに、家系の断絶により先祖に対する意識の希薄化をもたらす可能性がある。 
 

イ. 子どもへの影響 

x 子ども数の減少による子ども同士の交流機会の減少、過保護化などにより、子どもの社会性

が育まれにくくなるなど、子ども自身の健やかな成長への影響が懸念される。 
 

ウ. 地域社会の変容 

x 人口の減少、高齢化の進行により、市町村によっては、介護保険や医療保険の制度運営にも

支障を来すなど、住民に対する基礎的なサービスの提供が困難になる事が懸念される。 
x 道路、河川、田畑、山林などの社会資本や自然環境の維持管理も困難になる事が懸念される。 

 
平成１６年度の次世代育成支援行動前期計画策定以後、少子化社会対策大綱が平成１６年６月に閣議

決定され、少子化の流れを変えるために集中的に取り組むべき○若者の自立とたくましい子どもの育ち

○仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し○生命の大切さ、家庭の役割等についての理解○子育ての新

たな支え合いと連帯の４つの重点課題を設定しました。平成１６年１２月には、子ども・子育て応援プ

ランにより大綱の示した重点課題に沿って、平成１７年度から２１年度までの５カ年間に講ずる具体的

な施策内容と目標を提示、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画が平成１７年４月施行され、芦

北町においても、地域における子育て支援等について前期行動計画（Ｈ１７～Ｈ２１）を策定しました。 
平成１７年総人口が減少に転ずる人口減少社会が到来し、出生数は１０６万人、合計特殊出生率は１．

２５ともに過去最低を記録しました。そこでくにとしても、少子化対策の根本的な拡充、強化、転換を

図るため平成１８年６月には、新しい少子化対策として○すべての子育て家庭を支援すること○乳幼児

期にある子育て家庭に対して重点的に支援すること○仕事と子育ての両立支援の推進など働き方の改

革を大きく進めていくこと○これらの施策とあわせて、家族・地域の絆の再生や社会全体の意識改革を

図るために国民運動を推進することの対策が講じられました。平成１９年１２月には「子どもと家族を

応援する日本」重点戦略により少子化の背景となっている「就労」と「結婚・出産・子育て」との「二

者択一」構造解決のため○働き方の見直しによる「仕事と生活の調和」の実現○就労と子育ての両立、

家庭における子育てを包括的に支援する枠組みの構築を掲げています。 
芦北町（以下、本町とする。）においても、前期計画の実施状況を踏まえニーズ調査を参考に次代を

担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備・充実を図るため、後期計画を策定し、事業

を実施していきます。 
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２. 計画策定の趣旨 

本町では､子どもを安心して生み育てることができる社会の構築を重要施策の一つとして位置づけ、

子育て支援や、働きながら子育てをしている皆さんの生活支援、また子どもたちの健全育成のために、

様々なメニュー、体制化の中で子育て支援事業を展開しています。 

この次世代育成支援対策の理念として、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本的認識の下に、子育ての意義についての理解が深められ、子育ての喜びが実感される

ような取り組みを行うことを基本として、住民が未来に希望を持って、また安心して子どもを生み育

てることができる優しいまちづくりを目指し、「芦北町次世代育成支援行動計画」を策定するもので

す。 

 
 
 

３. 計画の期間 

「芦北町次世代育成支援行動計画」の計画期間は、前期計画として平成 17 年度から平成 21 年度の

５年間とし、後期計画（平成 22 年度から平成 26 年度）については、平成 21 年度までに前期計画の

見直しを行った上で策定します。 

 

 

 

 

４．計画の位置づけ 

本計画は、総合計画、保育計画、地域福祉計画及び地域福祉活動計画、障害者プラン及び障害福祉

計画、男女共同参画計画、老人保健福祉計画、介護保険計画との調和を図ります。 
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１. 基本理念 

本町の次世代育成支援対策の目指す方向性として次の基本理念を定めます。 

 

『だれもが安心して子育てできるまち あしきた』 
 

次代を担う子どもたちは、私たちの大切な宝物です。そんな子どもたち一人ひとりが生き生きと健

やかに育つように地域社会全体で子育て支援をすることが重要になります。 

戦後の高度経済成長によって、物質的に豊かな社会が構築されてきましたが、こうした社会変化の

中で人々の伝統的価値意識が変化し、自己の生活スタイルや嗜好に基づいて行動するようになってい

ます。また、晩婚化や仕事と子育ての両立の困難さ、子育てコストの上昇など様々な社会的背景によっ

て少子化が進行しています。 

こうした状況を打破し少子化に歯止めを掛けるため、保育サービスの更なる拡充はもとより、父親

の育児参加や次代の親づくりなど多様なニーズに対応できるよう保健・教育・総務・建設など関係部

署との連携の下に子育て支援施策・事業に取り組んでいきます。また、社会資源の有効活用や地域と

の連携によって青少年の健全育成など地域ぐるみでの子育てを推進します。 

 

２. 計画の方向性 

本計画の実現に向けて、基本理念の下、計画の方向性を以下のように定めます。 

 

 

○ 子育ては“人づくり”であり、次の世代に親となる子どもたちに、親になることのここ

ろ構えなどの教育の支援や働きかけを支援します。 
 
 
○ 子どもの感じ方・見方を尊重し、子どもが安全で親が安心できる、地域における子育て

の推進を図ります。 
 

 

○ 次世代の育成への支援においては、家庭、学校及び地域や企業が一体となり､社会全体で

支えるネットワークをつくります。 
 

 
○ 子育てと仕事との両立支援のみならず、家庭における子育ての孤立化の防止等、広くす

べての子どもと家庭への支援を推進します。 
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３. 重点的視点 

今後の次世代育成支援対策の施策検討にあたり、以下の４項目を重点的な視点として推進します。 

なお、この視点を基本とした考え方の実現に向け、行政が最大の努力をはらうことはもとより、住

民一人ひとりや保護者、さらには関係団体や関係機関等と連携を図りながら、これらの視点をふまえ

積極的に取り組み、本計画の具体化に努めていく必要があります。 

 

<視点その１>次代の親づくりという視点 

子どもは次代の親となるものとの認識の下、豊かな人間性を形成し、自立して家庭を持つこ

とができるよう、長期的な視野に立った子どもの健全育成のための取り組みを進める必要があ

ります。このため、次代の親づくりの視点として以下のような具体的な方針を定めます。 

子どもが親になった時、子育てを楽しく思える、また子育ての喜びや生きがい、生命の尊さ

を若い世代に伝えられるような支援環境づくりを行います。 

 

<視点その２>子どもの視点 

次世代育成支援対策の推進においては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限

に尊重されるよう配慮することが必要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものと

の視点に立った取り組みが重要です。このため、子どもの視点として以下のような方針を定め

ます。 

輝く未来と無限の可能性を持つ子どもの成長を第一に願い、「子どもにとっての幸せ」を考

えた環境づくりを図ります。 

 

<視点その３>社会全体による支援の視点 

次代を担う子どもたちの成長を社会全体で支えていくためにも、保護者が子育てについての

第一義的責任を有するという基本認識の下に、行政・企業や地域社会を含めた社会全体が協働

した支援施策を推進します。このため、社会全体の視点として、以下のような方針を定めます。 

子育てに関しては、安心して働ける子育て支援環境としての保育所と地域との連携はもとよ

り、子育てが母親や子育てをしている人の負担が軽減できるように、地域ぐるみで子育てをす

るような環境づくりを行います。また、働きながらの子育てが当たり前の社会づくりを促進し

ます。 

 

<視点その４>すべての子どもと家庭への支援の視点 

子どもを心身ともに健やかに育むためには、すべての家庭が安心して子育てができる環境整

備が重要です。このため、すべての子どもと家庭への支援の視点として、以下のような方針を

定めます。 

本計画では、社会全体で子育て家庭をサポートできる体制づくりを図ります。また、女性の

社会進出の増加に伴い、子育てしながら働きやすい環境づくりを促進します。 
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基本目標 

前項「３.重点的視点」を受け、具体的な行動目標の指針となる以下の基本目標を定めます。 

（１）地域における子育ての支援 

子どもの幸せを第一に考えて、すべての子育てをしている人が安心して子育てができるよう、

子どもの健全な成長を地域全体で見守れる様々な子育て支援サービスの充実を推進します。 

即ち、子育て家庭が必要とする情報の提供や、地域における子育てネットワークの形成の促

進など、地域資源等の活用により家庭と地域の子育て力の向上に取り組みます。 

・地域における子ども支援ネットワークづくり 

・豊かな子ども時代を過ごすための社会づくり 

・保育所サービスの充実 

・子育て支援サービスの充実 

・子育て支援ネットワークづくり 

・一時保育の推進 

 
 

（２）母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

親が安心して子どもを産み、またすべての子どもが健やかな成長の実現に向けて、生き生き

と育つ地域づくりのため、安全かつ快適な妊娠・出産・子育ての推進や育児不安の軽減、子ど

もの疾病予防を目的とした健康管理・指導を強化します。 

また、思春期保健対策や母性、父性の育成を推進し、次代の親づくりとなる基盤の構築に取

り組みます。 

・子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり 

・母子・思春期保健の確保と小児医療等の充実 

・｢食育｣の推進 

・妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保 
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（３）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

次代の担い手である子どもが豊かな個性と感性を備え、かつ調和のとれた人間として成長す

るために、様々な支援体制の充実に取り組みます。 

学校・家庭・地域等地域資源のネットワークにより、子どもを生み育てることのできる喜び

を実感できる仕組みづくりを展開するとともに、子どもの未知なる可能性を教育や遊び、日常

の暮らしの中で育む教育力を向上させます。 

・次代を担う心身ともにたくましい人づくり 

・健やかに生み育てる環境づくり 

・子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

・次代の親の育成 

・学校の教育環境の整備 

・有害環境対策の推進 

 
 

（４）子育てを支援する生活環境の整備 

子どもと子育てを行う保護者が、安心かつ安全で快適な生活を送れるよう、快適な居住空間

や安心してのびのびと活動ができる都市空間を整備します。 

さらに安全・安心して外出することができる道路交通環境の整備を推進し、子育ての実態に

配慮し、これを支援する総合的なまちづくりに取り組みます。 

・子育て家庭を支援する地域づくり 

・子育てを支援する生活環境の整備 

・良好な住宅環境の確保 

・安全な道路交通環境の整備 

・安全･安心まちづくりの推進 

・各種保育施設・医療費などへの助成 

 
 

（５）職業生活と家庭生活との両立の推進 

仕事と子育ての両立支援や、子育て中の家庭の負担軽減を図るため、男性を含めた働き方や

就業体制を見直し、男女がお互いに協力しあいながら子育てを行える働きやすい環境を整備し

ます。 

さらに国、県、事業主、関係団体と連携を図りながら広報・啓蒙活動を推進します。 

・男性を含めた働き方の見直し・多様な働き方の実現 

・仕事と子育ての両立の推進 
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（６）子ども等の安全の確保 

核家族化や都市化の進行に伴い、隣近所との関わりは以前より薄まり、また犯罪の増加、凶

悪化など、子どもを取り巻く環境は悪化し、子どもの安全は脅かされています。 

子どもを危険から守り、安全を確保するために、関係機関等と連携した活動を推進し、子ど

もの一人歩きに不安を感じなくてもすむまちづくりに取り組みます。 

・交通安全の推進 

・犯罪等の被害防止活動 

・被害に遭った子どもの保護の推進 

 
 

（７）要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

児童虐待の防止対策や母子家庭等への自立支援、障害児への支援を必要とする家庭や子ども

に対して、充実した支援体制を整備するとともに、こうした状況に置かれた家庭や子どもへの

無理解・無関心を根絶し、安心して生活できる地域環境づくりを推進します。 

・児童虐待に関する相談体制の整備 

・母子家庭・父子家庭の自立支援の推進 

・障害児施策の充実 

・障害のある児童への教育の充実 
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４. 計画の基本体系 

<基本理念>

<方向性>

<重点的視点>

<基本目標>

 

 ◇　子育ては“人づくり”であり、次の世代に親となる子どもたちに、親になること
　 のこころ構えなどの教育の支援や働きかけを支援します。

 ◇　子どもの感じ方・見方を尊重し、子どもが安全で親が安心できる、地域における
　 子育ての推進を図ります。

 ◇　次世代の育成への支援においては、家庭、学校及び地域や企業が一体となり､社会
　 全体で支えるネットワークをつくります。

 ◇　子育てと仕事との両立支援のみならず、家庭における子育ての孤立化の防止等、
　 広くすべての子どもと家庭への支援を推進します。

 

①
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１. 人口・世帯の動向 

（１）人口の状況 

○1人口 
平成 20 年度の本町の人口総数は 20,730 人で、平成 11 年度と比較すると 2,740 人（11.7％）

の減少となっています。対前年の増減率をみると、平成 16～17年度-1.9％、17～18年度-1.1％、

18～19 年度-1.5％、19～20 年度-1.5％と年々減少を続けています。 

図３-1 人口の推移 

 
各年度１０月１日現在                        資料：住民基本台帳 
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○2年齢別・性別人口構成 
本町の平成 20 年度における年齢別人口構成は以下のとおりです。 

年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）、老年人口（65 歳以上）の構成比は、それ

ぞれ平成１５年度と比較すると 12.6%→10.7％、56.8％→54.9%、30.6％→34.4%と少子高齢化が

進んでいます。 

図３-2 人口     

 
平成２０年４月１日現在                          資料：住民基本台帳 
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○3児童人口 
本町における平成 20 年度現在の児童人口は 2,879 人で、平成 11 年度と比較すると 1,354 人

（32.0％）の減少となっています。対前年の増減率をみると平成 16～17 年度-4.4％、17～18 年

度-4.0％、18～19 年度-3.8％、19～20年度-3.0％と、年々減少を続けています。 

                  表３-1 児童人口の推移           単位：人 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 各年度１０月１日現在                        資料：住民基本台帳 

図３-3 児童人口の推移 

                

資料：住民基本台帳 

歳      年度 平成１１年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

0 142 128 113 118 114 135 
1 148 127 155 117 121 123 
2 145 140 124 153 120 122 
3 177 154 141 125 153 120 
4 163 140 157 147 129 151 
5 183 145 138 157 152 127 
6 216 148 146 142 156 150 
7 225 149 147 147 145 158 
8 248 184 153 145 149 145 
9 229 170 184 156 143 145 
10 267 187 168 182 159 141 
11 268 225 187 167 180 157 
12 290 217 225 189 168 181 
13 305 247 215 222 188 164 
14 333 221 245 215 221 189 
15 314 248 216 243 214 219 
16 282 256 242 216 240 213 
17 298 274 256 244 216 239 
合計 4,233 3,360 3,212 3,085 2,968 2,879 

（人） 

2,879 2,9683,085 3,212 3,3604,223 
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○4外国人登録人口 
本町における平成 20年度現在の外国人登録人口は 39 人となっています。 

表３-2 外国人登録人口の推移 

    単位：人 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

71 68 44 42 39 

      各年度１０月１日現在                      資料：住民生活課 

○5人口動態 
本町の平成 20 年度の自然動態は 146 人の減、社会動態は 182 人の減となっており、全体では

328 人の減となっています。 

                表３-3 人口動態の推移           単位：人 

自 然 動 態 社 会 動 態 
  

出生 死亡 増減 転入 転出 増減 

平成１６年度 153 288 -135 547 827 -280 

平成１７年度 112 284 -172 455 654 -199 

平成１８年度 122 297 -175 657 722 -65 

平成１９年度 119 302 -183 474 616 -142 

平成２０年度 141 287 -146 495 677 -182 

各年度１０月１日現在                            資料：住民基本台帳 

○6昼夜間人口 
本町の平成 17 年度における昼夜間人口は、昼間人口 19,554 人、夜間人口 20,837 人で昼夜間

比率は 93.8と 100 を下回っており流出超過となっています。 

表３-4 昼夜間人口の推移 

  昼間人口(人) 夜間人口（人） 昼夜間比率（%） 

昭和５５年度 26,260 27,403 95.8 

昭和６０年度 25,125 26,472 94.9 

平成２年度 23,397 25,023 93.5 

平成７年度 22,124 29,744 74.4 

平成１２年度 20,979 22,362 93.8 

平成１７年度 19,554 20,837 93.8 

                       資料：国勢調査 
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（２）世帯の状況 

○1世帯数及び世帯人員 
平成 20 年度の本町の世帯数は 7,660 世帯で、平成 11 年度の世帯数と比較すると 106 世帯

（1.4％）の増加となっています。また、世帯人員は平成 20 年度で 2.71 人となっており、平成

11 年度と比べ 0.4 人（15.8％）の減少となっています。 

図３-4 世帯数及び世帯人員の推移 

 

○2世帯構成 

平成 17年度の国勢調査における世帯構成は核家族世帯が 3,655世帯で最も多く､次いで単独世

帯の 1,452 世帯となっています。昭和 55 年度からの推移をみると、三世代世帯のみ減少してお

り、それ以外の世帯については増加傾向にあります。特に単独世帯の増加が顕著です。 

図３-5 世帯構成の推移 
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表３-5 家族人員別世帯数・世帯人員・親族人員 

 
    総数 親族人員 2 3 4 5 6 ７人以

世帯数 6,980 1,166 1,907 1,290 967 733 543 374 

世帯人員 23,152 1,172 3,817 3,878 3,871 3,667 3,260 3,487 

親族人員 22,127 1,166 2,814 3,870 3,868 3,665 3,258 3,486 

６歳未満の親族のいる世帯数 871 0 6 91 157 203 193 221 

６歳未満の親族のいる世帯人員 4,750 0 12 273 629 1,015 1,160 1,661 

６歳未満の親族人員 1,240 0 6 92 235 283 287 337 

１８歳未満の親族のいる世帯数 2,411 0 33 289 535 585 503 466 

１８歳未満の親族のいる世帯人員 12,451 0 66 869 2,141 2,925 3,020 3,430 

平 

成 

７ 

年 

度 

１８歳未満の親族人員 4,828 0 33 325 877 1,156 1,105 1,332 

世帯数 7,038 1,316 2,031 1,281 947 639 462 362 

世帯人員 21,666 1,323 4,070 3,846 3,793 3,195 2,773 2,666 

親族人員 21,641 1,316 4,062 3,843 3,788 3,195 2,772 2,665 

６歳未満の親族のいる世帯数 670 0 5 94 142 144 138 147 

６歳未満の親族のいる世帯人員 3,504 0 10 282 568 720 823 1,101 

６歳未満の親族人員 930 0 5 96 206 198 195 230 

１８歳未満の親族のいる世帯数 2,039 2 31 262 488 488 417 351 

１８歳未満の親族のいる世帯人員 10,337 2 62 787 1,955 2,440 2,503 2,588 

平 

成 

１

２ 

年 

度 

１８歳未満の親族人員 3,994 2 31 301 800 971 911 978 

世帯数 7,011 1,459 2,186 1,313 926 547 319 261 

世帯人員 20,081 1,466 4,377 3,943 3,707 2,737 1,917 1,934 

親族人員 20,054 1,459 4,372 3,939 3,704 2,735 1,914 1,931 

６歳未満の親族のいる世帯数 598 0 6 99 166 116 87 124 

６歳未満の親族のいる世帯人員 3,018 0 12 297 664 581 523 941 

６歳未満の親族人員 827 0 6   102  245 171 115 188 

１８歳未満の親族のいる世帯数 1,687 0 44   255  463 396 271 258 

１８歳未満の親族のいる世帯人員 8,230 0 88  766  1,853 1,981 1,629 1,913 

平 

成 

１

７ 

年 

度 

１８歳未満の親族人員 3,164 0 44   302  783 776 555 704 

資料：国勢調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第３章 子どもと家庭を取り巻く現状 

23 

○3婚姻、離婚件数    
本町における平成 20年度の婚姻件数は 406 件、離婚件数は 71件となっています。 

表３-6 婚姻、離婚件数の推移 

    単位：件 

婚 姻 離 婚 

  
件数 

率 

（人口千対） 
件数 

率 

（人口千対） 

平成１６年度 420 19.05 86 3.90 

平成１７年度 412 19.97 87 4.22 

平成１８年度 431 20.16 98 4.58 

平成１９年度 386 18.33 83 3.94 

平成２０年度 406 19.56 71 3.42 

                   資料：住民生活課 

 

（３）出生の状況 

○1出生数 

本町における平成 20 年度の出生数は 141 人となっています。平成 16 年度から 20 年度におけ

る対前年増減数をみると 16～17 年度では 41 人の減、17～18年度では 10 人の増、18～19 年度で

は 3人の減、19～20年度では 22 人の増となっており、推移にはばらつきがみられます。 

図３-6 出生数の推移 
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○2合計特殊出生率 
本町（合併前２町）の合計特殊出生率は以下のとおりとなっています。 

なお、熊本県は全国平均に比べ高い値を示しています。 

表３-7 合計特殊出生率の推移 

  国 熊本県 芦北町 

平成１５年度 1.29  1.48 

平成１６年度 1.29 1.47 

平成１７年度 1.26 1.46 

平成１８年度 1.32 1.50 

平成１９年度 1.34 1.54 

Ｈ15～Ｈ19平均 

1.65 

平成２０年度 1.37 1.58  

  資料：厚生労働省 
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２. 地域の産業・就業構造の動向 

（１）産業構造 

○1 就業人口 

平成 17 年度における就業者の産業分類別の構成比をみると、第一次産業 18.2％、第二次産業

27.0％、第三次産業 54.8％となっています。 

昭和 55 年度以降の推移をみると、第一次産業から第三次産業への就業者のウェイトのシフト

が進展しています。 

表３-8 就業者数（15歳以上）の推移 
昭和５５年度 平成２年度 平成７年度 平成１２年度 平成１７年度 

  
総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 

総 数 13,029  7,257  5,772  11,837  6,469  5,368  11,301  6,238  5,063  10,386  5,694  4,692  9,553  5,155  4,398  

農業 3,870  1,803  2,067  2,470  1,261  1,209  1,996  1,067  929  1,518  826  692  1,491  851  640  

林業・狩猟業 183  139  44  157  111  46  100  68  32  86  59  27  52  41  11  

漁業・水産養殖業 447  313  134  363  250  113  289  194  95  261  169  92  198  130  68  

一 

次 

産 

業 小計 4,500  2,255  2,245  2,990  1,622  1,368  2,385  1,329  1,056  1,865  1,054  811  1,741  1,022  719  

鉱業 18  14  4  32  27  5  47  41  6  52  49  3  60  55  5  

建設業 1,811  1,466  345  1,586  1,333  253  1,794  1,482  312  1,668  1,400  268  1,254  1,077  177  

製造業 2,029  1,107  922  2,311  1,087  1,224  2,197  1,099  1,098  1,721  953  768  1,261  738  523  

二 

次 

産 

業 小計 3,858  2,587  1,271  3,929  2,447  1,482  4,038  2,622  1,416  3,441  2,402  1,039  2,575  1,870  705  

卸売業・小売業 1,754  838  916  1,720  786  934  1,561  679  882  1,620  657  963  1,360  580  780  

金融・保険・不動産業 118  48  70  127  45  82  118  47  71  113  39  74  101  40  61  

運輸・通信業 449  399  50  415  366  49  390  342  48  360  311  49  271  237  34  

電気・ガス・水道・熱供給業 22  18  4  11  11  0  18  16  2  16  13  3  11  8  3  

サービス業 1,962  814  1,148  2,279  902  1,377  2,422  924  1,498  2,538  903  1,635  3,089  1,099  1,990  

公務 360  295  65  362  289  73  367  279  88  432  315  117  390  292  98  

その他 6  3  3  4  1  3  2  0  2  1  0  1  15  7  8  

三 

次 

産 

業 

小計 4,671  2,415  2,256  4,918  2,400  2,518  4,878  2,287  2,591  5,000  2,238  2,842  5,237  2,263  2,974  

                                        資料：国勢調査 

図３-7 就業者数の構成比の推移 

 
                          資料：国勢調査 
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また、平成 18 年度における事業所数は 839 事業所、従業者数は 6,555人となっています。 

昭和 56 年度以降、事業所数、従業者数ともに減少傾向にあります。 

図３-8 事業所数及び従業者数の推移 

 
                          資料：事業所統計調査 

○2工業の状況 
平成 19 年度における従業者数は 984 人、事業所数は 35 事業所、製造品出荷額等は 2,183,689

万円となっています。 

表３-9 工業の推移（従業者４人以上の事業所） 

  
従業者数 

 （人） 

事業所

数 

製造品出荷額等 

 （万円） 

平成１６年度 1,087 39 1,790,469 

平成１７年度 1,109 41 1,850,632 

平成１８年度 978 36 1,713,751 

平成１９年度 984 35 2,183,689 

  資料：工業統計調査 
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○3商業の状況 
平成 19 年度における従業者数は 1,145 人、商店数は 267 店、年間商品販売額は 1,595 百万円

となっています。 

平成３年度以降、従業者数、商店数、年間商品販売額ともに減少傾向にあります。 

表３-10 商業の推移 

  
従業者数 

（人） 
商店数 

年間商品販売額 

（百万円） 

平成 ３年度 1,477 411 2,505 

平成 ６年度 1,458 364 2,279 

平成 ９年度 1,312 343 2,130 

平成１１年度 1,421 349 2,091 

平成１４年度 1,287 313 1,651 

平成１６年度 1,195 289 1,496 

平成１９年度 1,145 267 1,595 

  資料：商業統計調査 

○4農業の状況 

ア. 農家数及び農業従事者数 

平成 17 年度における農家数は 1,970 戸となっています。 

昭和 55 年度以降、農家数は減少傾向にあります。 

図３-9 農家数及び農業従事者数の推移 
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イ. 経営耕地面積 

平成 17 年度における経営耕地面積は 104,815a となっています。昭和 60 年度以降、総面積は

減少傾向にあります。 

表３-11 経営耕地面積の推移 

  総面積 田 畑 樹園地 

昭和６０年度 219,040 90,265 17,521 111,254 

平成２年度 183,744 80,441 13,777 89,526 

平成７年度 162,850 75,038 11,024 76,788 

平成１２年度 140,632 66,806 9,234 64,592 

平成１７年度 104,815 46,375 7,439 51,001 

   資料：農林業センサス 

 
 
 

（２）就業構造 

○1女性の就業状況 
平成17年度における女性の就業率は44.2％となっています。平成２年度以降の推移をみると、

平成２～７年度では 1.4 ポイントの減少、７～12 年度では 2.0 ポイントの減少 12～17 年度 1.0

ポイントの減少となっており、減少傾向にあります。 

図３-10 女性の就業率の推移 

 
                               資料：国勢調査 
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３. 保育サービス等の状況 

（１）保育所の状況 

○1保育所の概要 
保育所は、児童福祉法第 39 条第１項の規定に基づき、保護者の労働、疾病その他の理由によ

り、家庭において、乳幼児の保育ができない場合に、保護者の委託を受けて保育することを目的

として設置された児童福祉施設です。 

平成 20 年現在、本町には公立３園（259 人）、私立４園（249 人）があり、稼働率 95.8％となっ

ています。 

なお、平成 20 年度における待機児童はいません。 

                表３-12 保育所の概要           単位：箇所、人 

  平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

箇所数 4 4 4 4 3 

定員数 390 390 375 375 315 

児童数 322 307 310 300 259 
公立（町内） 

稼働率（％） 82.6 78.7 82.7 80.0 82.2 

箇所数 4 4 4 4 4 

定員数 215 215 215 215 215 

児童数 244 239 251 253 249 
私立（町内） 

稼働率（％） 113.5 111.2 116.7 117.7 115.8 

箇所数 8 8 8 8 7 

定員数 605 605 590 590 530 

児童数 566 546 561 553 508 
合 計 

稼働率（％） 93.6 90.2 95.1 93.7 95.8 

      資料：福祉課 

※参考       

 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

受入箇所数 12 11 15 16 10 公私立（町外） 
受入児童数 27 33 44 53 50 

      資料：福祉課 

 

○2保育所における外国人児童数 
平成 20 年度における保育所の外国人児童数はいません。 

表３-13 保育所における外国人児童数の推移 

    単位：人 

平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 

0 0 0 0 0 

    資料：福祉課 
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○3 保育料 

保育料保育料は以下のとおりです。       

 表３-14 保育 芦北町保育所徴収基準額表 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴   収   基   準   額 

階 層       定       義 軽減措置 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

 

Ａ 

 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯含む）及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律による支援給付受給世帯 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Ｂ１ 母子､父子､重度の障害等世帯  0 0 0 

Ｂ２ 

Ａ階層を除き前年度年度分の

町民税非課税世帯 B1階層を除く非課税世帯 6,000 4,000 4,000 

Ｃ１ 均等割額のみ 10,000 8,000 8,000 

Ｃ２ 所得割５，０００円未満 13,000 12,000 12,000 

Ｃ３ 

Ａ階層及びＤ階層を除き前年

度分の町民税の額の区分が

次の区分に該当する世帯 所得割５，０００円以上 15,000 14,000 14,000 

Ｄ１ ３，０００円未満 17,000 15,000 15,000 

Ｄ２ 
３，０００円以上      

１１，０００円未満 
20,000 18,000 18,000 

Ｄ３ 
１１，０００円以上 

２２，０００円未満 
23,000 20,000 19,000 

Ｄ４ 
２２，０００円以上 

３１，０００円未満 
25,000 22,000 20,000 

Ｄ５ 
３１，０００円以上 

４０，０００円未満 
26,000 23,000 22,000 

Ｄ６ 
４０，０００円以上 

５８，０００円未満 
29,000 26,000 23,000 

Ｄ７ 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ階層を除き前年分の所得税

課税世帯であって､所得税の

額の区分が次の区分に該当

する世帯 

５８，０００円以上 

７７，０００円未満 
32,000 29,000 25,000 

Ｄ８ 
 ７７，０００円以上 

１０３，０００円未満 
35,000 32,000 25,000 

Ｄ９ 
 １０３，０００円以上 

２５８，０００円未満 
38,000 32,000 25,000 

Ｄ１０ 
 ２５８，０００円以上 

４１３，０００円未満 
45,000 32,000 25,000 

Ｄ１１  ４１３，０００円以上      

 

 

 

 

 

 

 

保育所及び幼

稚園の入所を

含み、二人目

入所の場合、

基準額の半

額・三人目以

降十分の一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45,000 32,000 25,000 

※ 母子・父子世帯又は重度心身障害者世帯若しくは､これに相当する世帯と認められる世帯は、当該世帯の属する 

階層の１階層下の額とする。     

附則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。               資料：福祉課 
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（２）特別保育等の状況 

○1就学前児童の居場所 
就学前児童の居場所は以下のとおりです。内訳は私立保育園 36.9%,、公立保育所 32.9%、「自

宅等」26.3％、「公立幼稚園」3.9％となっています。 

表３-15 就学前児童の居場所 

        平成２０年９月末調査    単位：人、％ 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳以上 合計 
  

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人 比率 人 比率 

自宅等 99 73.3 56 45.5 15 12.3 29 24.2 6 2.2 205 26.3 

公立保育 11 8.1 32 26.0 52 42.6 45 37.5 116 41.7 256 32.9 

私立保育園 25 18.5 35 28.5 55 45.1 46 38.3 126 45.3 287 36.9 

公立幼稚園 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 10.8 30 3.9 

合 計 135 100.0 123 100.0 122 100.0 120 100.0 278 100.0 778 100.0 

           資料：福祉課 

 

○2延長保育 
平成 20年度における延長保育の実施箇所数は 7箇所で、利用児童数は 589人となっています。 

表３-16 延長保育利用状況 

   単位：箇所、人 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

実施箇所数 7 7 7 7 

利用児童数 494 480 557 589 

     資料：福祉課 

 
 

○3一時保育 
平成 20 年度における一時保育の実施箇所数は 3箇所で、利用児童数 116 人となっています。 

表３-17 一時保育利用状況 

   単位：箇所、人 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

実施箇所数 2 2 3 3 

利用児童数 93 80 163 116 

    資料：福祉課 
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○4障害児保育 
平成 20 年度における障害児保育の実施箇所数は 1箇所で利用児童数は 1人となっています。 

表３-18 障害児保育利用状況 

   単位：箇所、人 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

実施箇所数 1 1 2 1 

利用児童数 1 1 2 1 

    資料：福祉課 

 
 

○5乳幼児健康支援デイサービス（病後児保育） 
本町において、平成２０年度現在乳幼児健康支援デイサービス（病後児保育）は実施していま

せん。 

 
○6学童保育  
  平成 20年度における学童保育の実施箇所数は３箇所で利用児童数は 32人となっています。 

表３－19 学童保育利用状況 
                       単位：箇所、人  
  平成１９年度 平成２０年度 

実施箇所数       3  3  
利用児童数 24  32  

                          資料：福祉課 

 

（３）認可保育所以外の民間保育施設等の状況 

○1認可保育所以外の民間保育施設 
平成 20 年度の認可保育所以外の民間保育施設数は 2 箇所で、定員数 55 人、利用児童数 65 人

となっています。 

表３-20 認可保育所以外の民間保育施設利用状況 

   単位：箇所、人 

 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

実施箇所数 2 2 2 2 

定  員  数 55 55 55 55 

利用児童数 59 65 62 65 

    資料：福祉課 
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（４）幼稚園の概要 

平成 20 年度現在、本町に幼稚園は 1園設置されており、2学級（30人）、教職員数 3人となっ

ています。 

表３-21 幼稚園の概要 

  平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

園 数 1 1 1 1 1 

学級数 2 2 2 2 2 

園児数 24 38 33 36 30 
公 立 

教職員数 3 3 3 3 3 

     資料：教育委員会 

 

（５）小・中学校の状況 

本町には小学校が 7箇所、中学校が 4箇所設置されています。 

表３-22 小・中学校の状況 

小  学  校  中  学  校 

小 学 校 名 学童数 中 学 校 名 生徒数 

佐敷小学校 267 佐敷中学校 187 

計石小学校 53 大野中学校 55 

大野小学校 74 湯浦中学校 137 

吉尾小学校 16 田浦中学校 141 

湯浦小学校 186    

内野小学校 63    

田浦小学校 221   平成２１年度当初 

 資料：教育委員会 

 

（６）児童館等、児童厚生施設の状況 

平成 20 年度において、児童館は 2 箇所設置されており、利用人数は 14,158 人となっていま

す。 

表３-23 児童館の利用状況 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

 箇 所 数  2 2 2 2 

 利 用 人 数  17,673 16,399 15,502 14,158 

幼 児 2,579 2,405 2,461 2,407 

低学年 4,129 3,125 2,473 2,488 

一般児童 2,383 2,946 3,001 2,562 

中高年 1,754 1,489 1,462 1,443 

  

その他 6,828 6,434 6,105 5,258 

１館１日平均利用者数 29 27 25 23 

         資料：福祉課 
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（７）その他施設の状況 

○1都市公園 
本町の公園面積は 319,930 ㎡です。公園数は 17 箇所（住区基幹公園 13 箇所、都市基幹公園 1

箇所、特殊公園 3箇所）となっています。 

表３-24 都市公園の整備状況 

種  別 箇 所 面積（㎡） 

街区公園 4 6,499 

近隣公園 3 45,968 
住区基幹 

公園 
地区公園 6 106,540 

総 合 1 114,370 都市基幹 

公園 運 動 0 0 
風致公園 0 0 

動植物公 0 0 

歴史公園 1 30,383 

墓 園 1 170 

特殊公園 

その他 1 16,000 

合  計 17 319,930 

  資料：建設課 

 

○2図書館 
平成 20 年度における図書館児童図書蔵書数は 18,164 冊となっています。平成 21 年 3 月末の

貸出冊数は 9,465 冊となっています。 

表３-25 図書館児童図書蔵書数の推移 

    単位：冊 

平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

16,466 16,914 17,333 17,784 18,164 

  資料：生涯学習課・・・図書館 

 

表３-26 図書館の貸出冊数の推移 

           単位：冊 

  平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

貸 出 冊 数 9,216 9,194 9,546 8,974 9,465 

小学生以下 

中学生 
3,333 2,792 2,512 2,248 2,656 

学 生 
  

一 般 
5,883 6,402 7,034 6,726 6,809 

各年度３月末現在     資料：生涯学習課・・・図書館 
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○3その他施設 
その他の施設は以下のとおりです。 

表３－27    その他施設 

  施  設  名  

社会教育センター 

星野富弘美術館 

上田浦地区社会教育センター 

小田浦地区生涯学習センター 

大尼田地区    〃 

丸米地区      〃 

大岩地区      〃 

女島地区      〃 

白木地区      〃 

告地区        〃 

古石地区      〃    みどりの里 

地域活性化センター 

大野公民館 

吉尾公民館 

武徳殿 

湯浦温泉射撃場 

温泉プール 

弓道場 

町民総合センター 

地域間交流スポーツグラウンド 

地域資源活用総合交流促進施設 

湯浦運動公園 

田浦運動場 

テニスコート 

アーチェリー場 

吉尾運動公園 

きずなの里 

町

立 

福祉センター（芦北・田浦・小田浦・内野） 

県

立 
あしきた青少年の家 

 資料：生涯学習課 

                        福祉課 

 熊本県 
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（８）母子保健事業の状況 

○1乳幼児健康診査 

平成 20年度における乳幼児健康診査の受診状況は、8～9ヶ月（6ヶ月）児健診が 100％で最

も高く、次いで 3～4ヶ診査月児健診の 99.3％となっています。 

表３-28 乳幼児健康診査の受診状況の推移 

      単位：人 

  平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

受診対象者数 142 123 110 124 134 

受診者数 134 121 108 122 133 ３～４ヶ月児健診 

受診率 94.4% 98.4% 98.2% 98.4% 99.3% 

受診対象者数 172 113 117 123 134 

受診者数 161 106 112 120 134 ８～９ヶ月児健診 

受診率 93.6% 93.8% 95.7% 97.6% 100.0% 

受診対象者数 124 156 111 119 123 

受診者数 113 155 107 116 121 １歳６ヶ月児健診 

受診率 91.3% 99.4% 96.4% 97.5% 98.4% 

受診対象者数 165 124 129 144 124 

受診者数 156 121 129 137 122 ３歳児健診 

受診率 94.5% 97.6% 100.0% 95.1% 98.4% 

    資料：住民生生活課・・・保健センター 

 

○2乳幼児歯科診査 
平成 20 年度における乳幼児歯科診査の受診状況は、1 歳 6 ヶ月児健診、3 歳児健診ともに 98.4%

となっています。 

表３-29 乳幼児歯科診査の受診状況 

      単位：人 

  平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

受診対象者数 124 156 111 119 123 

受診者数 113 155 107 116 121 １歳６ヶ月児検診 

受診率 91.3% 99.4% 96.4% 97.5% 98.4% 

受診対象者数 165 124 129 144 124 

受診者数 156 121 129 137 122 ３歳児検診 

受診率 94.5% 97.6% 100.0% 95.1% 98.4% 

    資料：住民生活課・・・保健センター 
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（９）相談事業の状況 

○1児童虐待相談件数 
本町の平成 20 年度における児童虐待に関する相談件数は１件となっています。 

また、全国や本県では平成 11年度以降、相談件数は増加傾向にあります。 

表３-30 児童虐待相談件数の推移 

      単位：件 

    平成１７年度 平成１８年 平成１９年度 平成２０年

全 国 未公表 45,901 50,120 未公表 

熊本県 298 780 627 689 
相談受付件数 

(福祉行政報告例４４表） 
芦北町 2 8 15 1 

全 国 未公表 47,933 51,618 未公表 

熊本県 295 831 627 712 
相談応対件数 

(福祉行政報告例４５表） 
芦北町 2 8 9 1 

     熊本県少子化対策課 

      福祉課 
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（１０）児童委員の活動状況 

本町における児童委員数は以下のとおりです。 

また相談指導件数は、平成 20 年度において 2,783 件となっており、平成 12 年度以降増加傾

向にあります。 

表３-19 民生児童委員及び主任児童委員数 

    単位：人 

主任児童委員 民 生 児 童 委 員 

佐敷地区 湯浦地区 大野・吉尾地区 田浦地区 

３ １９ １６ １２ １５ 

    福祉課 

 

図３-11 相談指導件数 

 
                                      社会福祉協議会 
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（１１）手当等の状況 

○1児童扶養手当 
平成 20 年度における児童扶養手当受給者数は 180人です。 

表３-20 児童扶養手当受給者数の推移（障害手当のみの受給者を除く） 

   単位：人 

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

185 179 170 180 

   福祉課 

 
 

○2特別（障害）児童扶養児手当 
平成 20 年度における受給者数は 19 人です。 

表３-21 障害児手当受給者数の推移 

   単位：人 

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

15 17 17 19 

   福祉課 
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１. 基本目標に基づく施策の体系 

（１）地域における子育ての支援 

ア．居宅において保護者の児童の養育を支援する事業

イ．施設において保護者の児童の養育を支援する事業

ウ．保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

つどいの広場事業

地域子育て支援センター事業

幼児教育に関する情報提供、相談事業

子育て支援総合コーディネート事業

エ．市町村における子育て支援事業に関する情報の提供、相談及び助言並びに斡旋、
　調整、要請等の実施

特定保育事業

幼稚園預かり保育事業

放課後児童健全育成事業（学童保育）

児童養護施設等でのショートステイ

トワイライトステイ事業

乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育<施設型>）

①地域における子育て支援サービスの充実

ファミリー・サポート・センターの設置

乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育<派遣型>）

一時保育事業

 

保育園等の施設整備

延長保育、休日保育、夜間保育等多様な保育サービスの実施

保育サービスに関する積極的な情報提供

②保育サービスの充実

保育所受入れ児童の拡充

民間活力等を活用した保育サービスの量的充足
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③子育て支援のネットワークづくり

地域における子育て支援サービス等のネットワーク形成

子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布

 

児童委員の児童健全育成、児童虐待防止活動の推進

夏季及び冬季の休業日等における児童の居場所づくり

健全育成の拠点としての児童館活動の充実

健全育成の拠点としての青少年教育施設活動の充実

④児童の健全育成

放課後や週末等の居場所づくりの推進

 

⑤その他

地域子育て世代間交流の推進

幼稚園開放による子育て相談の推進

子育て支援サービスのための施設の有効利用
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（２）母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

①子どもや母親の健康の確保   

       

  

  
乳幼児健診、新生児訪問、保健指導等の充実 

       

  

  
乳幼児健診の場を活用した相談指導等の実施 

       

  

  
妊娠期から継続した支援体制の整備 

       

  

  
子どもの事故予防のための啓発 

       

  

  
出産準備教育や相談の場の提供（新米パパママ教室） 

 

 

②「食育」の推進

発達段階に応じた食に関する学習機会や情報の提供

食事づくり等の体験活動の推進

食に関する学習の機会や情報提供

 

学童期・思春期の心の問題に係る相談体制の充実

③思春期保健対策の充実

性に関する正しい知識の普及

喫煙や薬物に関する教育

 

④小児医療の充実

小児医療及び小児救急医療の充実
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（３）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

①次代の親の育成

子どもを生み育てることの意義に関する教育など

中学生・高校生の乳幼児ふれあい体験

 

ア．確かな学力の向上

イ．豊かな心の育成

ウ．健やかな体の育成

エ．信頼される学校づくり

オ．幼児教育の充実

幼児教育についての情報提供

就学前（幼稚園）と小学校との連携

幼児教育の振興に関する政策プログラムの策定

安全で豊かな学校施設の整備

児童生徒の安全管理

学校評議員制度の活用

地域に根ざした特色ある学校づくり

子どもたちの豊かな心を育むネットワークづくり

学校におけるスポーツ環境の充実

健康教育の推進

教員に対する適正な評価の実施

②子どもの生きる力に向けた学校の教育環境等の整備

子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな指導の充実

ゲストティーチャーなどを招いての学校教育の活性化

専門家による相談体制の強化

道徳教育の充実

地域との連携による多様な体験活動の推進
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③家庭や地域の教育力の向上   

   ア．家庭教育への支援の充実   

   

   
家庭教育に関する学習機会や情報提供の充実 

        

   

   
子育て中の親が気軽に相談できる体制の整備 

   イ．地域の教育力の向上   

   

   
地域における子どもの多様な体験活動の充実 

        

   

   
総合型地域スポーツクラブの充実、スポーツ指導者の育成 

        

   

   
世代間交流の推進 

        

   

  
地域活動への教職員の自主的参加 

 

④子どもを取り巻く有害環境対策の推進

子どもたちを有害環境から守るための取り組み

 

（４）子育てを支援する生活環境の整備 

①良質な住宅の確保

ファミリー向け賃貸住宅の供給支援

 

②良好な居住環境の確保

シックハウス対策の推進

 

③安全な道路交通環境の整備

町道の拡幅改良及び歩道の整備等
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④安心して外出できる環境の整備

子育てバリアフリー化の推進

 

⑤安全・安心まちづくりの推進

通学路や公園等における防犯設備の整備

 

（５）職業生活と家庭生活との両立の推進 

①多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し

多様な働き方を目指した意識改革推進のための広報・啓発・研修・情報提供

 

②仕事と子育ての両立の推進

仕事と子育ての両立のための社会資源の整備

 

（６）子ども等の安全の確保 

①子どもの交通安全を確保するための活動の推進   

        

   

   
交通安全教育の実施 

        

   

   
チャイルドシートの正しい使用の徹底 

 

 「子ども110番の家」等の防犯ボランティア活動の支援

学校付近や通学路におけるパトロール活動の推進

②子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

犯罪等に関する情報の提供の推進

犯罪・事故等の被害から子どもを守るための取り組み
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③被害に遭った子どもの保護の推進

被害を受けた子どもに対するカウンセリングの実施

学校等の関係機関との連携によるきめ細かな支援の実施

 

（７）要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

①児童虐待防止対策の充実

虐待防止ネットワークの設置

 

②母子家庭等の自立支援の推進

相談体制の充実や情報提供

 

教育及び療育に特別のニーズがある子どもについて適切な教育的支援

保育所や放課後児童健全育成事業における障害児の受入れ

③障害児施策の充実

健康診査や学校における健康診断等の推進

適切な医療・福祉サービスの充実及び教育支援体制の整備

 

 

（８）町独自の子育て支援施策の推進 

① 経済的負担の軽減   

        

   

   
幼児、児童医療費助成 
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２. 具体的推進施策の内容 

（１）地域における子育ての支援 

○1地域における子育て支援サービスの充実 
【課題】 
平成２０年９月実施の新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等のニーズ調査において、保育サービスを今

は利用していないが、できれば利用したい、あるいは足りていないと思うサービス（複数回答）につい

て、回答数４８３件の内、病児・病後時保育１２３件、特にない７１件、一時預かり４９件、延長保育

３７件となっています。また、この１年間に病気やケガで通常の保育サービスが利用できなかったのは、

回答数３０２件の中で１９６件あり、主に母親、親族・知人、父親、就労してない保護者の順となって

おります。仕方なく子どもだけで留守番したのは１件だけであり、だれかにことづけして預けている現

状です。しかし、施設があれば預けたい人は、１９６人中８８人が希望しています。こうしたニーズへ

の対応が求められています。 

ア. 居宅において保護者の児童の養育を支援する事業 

(ｱ) 乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育<派遣型>） 

日常、保育所に通所している児童等が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間、児

童をその居宅等において一時的に保育する事業です。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
 

目標 
・ 
方向性 
 

施設型の設置を優先し、派遣型については今後状況に応じて検討します。 

担当課 福祉課 

 

(ｲ) ファミリー・サポート・センターの設置 

地域住民同士の育児に関する互助援助活動で、サービス提供者・利用者ともに登録する会員

組織によって運営されます。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

ニーズ調査の結果は、利用希望は少数であり、かつ利用希望者が分散している

ため、実施予定はありませんが、今後も需要の把握に努めます。 

担当課 福祉課 
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イ. 施設において保護者の児童の養育を支援する事業 

(ｱ) 放課後児童健全育成事業（学童保育） 

就労等の理由により、保護者が昼間家庭に不在の概ね 10 歳未満の小学校低学年児童に、遊び

や生活の場を与えることによって健全育成を図る事業です。 

H20年度 
実 績 

保育所地域活動事業 

淳光育児園(小学１年生対象)   登録児童数９名  H16 年～ 

 

田浦福祉センター（小学１年生～小学３年生対象） 

社会福祉協議会に（委託単町事業）  登録児童数１１人 

 

育児園すくすく （小学１年生～小学３年生対象） 登録児童数１２人 

（施設単独事業） 

 
目標 
・ 
方向性 
 

認可外保育所で実施している事業については、補助事業で採択することで利用

料金の軽減化を図ります。又、長期休暇中の対応等学童保育内容改善を図りま

す。 

 

担当課 福祉課 

 

(ｲ) 児童養護施設等でのショートステイ 

保護者が疾病、その他の理由により家庭における児童の養育が困難となった場合などに、児童

福祉施設等で一時的に養育・保護を行う事業です。 

H20年度 
実 績 

 
予算計上あり（H20年度 対象者なし） 

 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

緊急時に利用できるよう、現状どおり予算を計上します。 

担当課 福祉課 
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(ｳ) トワイライトステイ事業 

保護者が仕事、その他の理由により恒常的に帰宅が夜間にわたる場合など、家庭における児童

の養育が困難となった場合に、児童養護施設等で生活指導、夕食の提供等を行う事業です。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

ニーズ調査の結果は、利用希望は少数であり、当面実施する予定はありません。

今後も需要の把握に努め、ニーズの増加等変化があれば検討していきます。 

担当課 福祉課 

 

(ｴ) 乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育<施設型>） 

日常、保育所に通所している児童等が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間を保育

所、病院等において一時的に預かる事業です。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

当面の実施予定 1箇所 
実施に向けて環境整備を進め、児童福祉サービスの向上を図ります。 

担当課 福祉課 

 

(ｵ) 一時保育事業 

週に 1～3 日程度、臨時・緊急的に保育所の利用ができます。保護者の勤務形態などの事情、

疾病・入院等の場合のほか、育児疲れ解消等のためにも利用できます。 

H20年度 
実 績 

 
施設数 5箇所 

延べ利用児童数 120人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

 

当面現状維持で実施します。 

 

担当課 福祉課 
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(ｶ) 特定保育事業 

保護者の就労形態の多様化に伴い、週に 2～3 日程度、または午前か午後のみなど、必要に応

じて柔軟に保育サービスを利用することができます。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

本町に待機児童はなく、需要は見られません。今後必要に応じて検討します。 

担当課 福祉課 

 

(ｷ) 幼稚園預かり保育事業 

幼稚園において、幼児教育に関する日常の教育課程に係る時間帯以外に保育を行う事業です。 

H20年度 
実 績 

 
施設数 1箇所 

 

 
目標 
・ 
方向性 
 

現在実施しており、今後も継続実施します。 

担当課 教育課 

 

 



第４章 行動目標の設定 

54 

ウ. 保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業 

(ｱ) つどいの広場事業 

主に乳幼児を子育て中の保護者が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合います。精神的

な安心感を得ながら問題解決への糸口を探す機会を提供する事業です。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

子育て支援センターの充実を優先しますが、今後のニーズ調査を踏まえ検討し

ます。 

担当課 福祉課 

 

(ｲ) 地域子育て支援センター事業 

子育て支援センターは、地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため、子育て相談等の地

域支援を行っていきます。 

H20年度 
実 績 

 
実施施設数 1箇所 

 
目標 
・ 
方向性 
 

施設予定数 3箇所（うち既設 1箇所） 

既存保育所を活用し、主任児童員等と連携しながら育児相談等気軽にできる支

援センターを支援拠点事業へ移行する方向で検討します。 

支援センターの新設については、ニーズ等を勘案し必要な施設整備を行いま

す。 

担当課 福祉課 

 

(ｳ) 幼児教育に関する情報提供、相談事業 

幼稚園において幼児教育に関する情報提供、助言など保護者の相談に応じて必要な援助を行

います。 

H20年度 
実 績 

 
施設数 1箇所 定員 80 人 

 
 

目標 
・ 
方向性 

幼稚園開放の日（年 4回）を活用し、利用者への情報提供等を実施します。 

 

担当課 教育課 
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エ. 市町村における子育て支援事業に関する情報の提供、相談及び助言並びに斡旋、調整、要請等

の実施 

(ｱ) 子育て支援総合コーディネート事業 

地域における多様な子育て支援サービスに関する情報を一元的に把握し、保護者へ提供します。

またケースマネージメント、利用援助等の支援を行う事業です。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

総合的な子育て支援が必要となってきていることから、子育て支援センターを

中心に教育課等と連携し、必要な情報を提供していきます。 

担当課 福祉課 
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○2保育サービスの充実 
【課題】 
現在、保育サービスを定期的に利用しているのは、回答者３５５人のうち２７７人（７８％）

です。その中で、週５日～週６日利用しているのが９６％を占め１日当たり８時間以上が８４．

６％です。また、どのような保育サービスを受けているかでは、８２．５％が、認可保育所で

占めております。今後、教育・保育・子育ての一体化を図る必要があります。                  

平成２０年９月実施の保育ニーズ調査 

ァ.保育所受入れ児童の拡充 

保育サービスについては、子どもの幸せを第一に考えるとともに、利用者の生活実態及び意向

を十分にふまえてサービスの提供体制を整備します。 

H20年度 
実 績 

 
施設数 7箇所（公立 3、私立 4） 

保育定員 530 人、入所児童数 504 人 

待機児童数 0人 
 

  
目標 
・ 
方向性 
 

出生児童数の減少など長期的展望をふまえ、町立保育所の在り方について検討

を行い、規模の適正化に努めます。 

担当課 福祉課 

 

イ.民間活力等を活用した保育サービスの量的充足 

保育サービスの充実に当たって、様々な規制緩和措置や民間活力を活用して量的な充足を図

ります。 

H20年度 
実 績 

 
認可外保育施設１箇所 

定員 40 人 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

認可保育施設にない臨機の対応ができる認可外保育施設に対するニーズは根

強く学童保育等を行っており、入所児童等の処遇改善を図ります。 

担当課 福祉課 

 

 



第４章 行動目標の設定 

57 

ウ.延長保育、休日保育、夜間保育等多様な保育サービスの実施 

延長保育、休日保育、夜間保育等の様々なニーズに応じて、広く住民が利用しやすい保育サー

ビスを実施します。 

 

z 延長保育事業 

H20年度 
実 績 

 
施設数 7箇所（公立 3、私立 4） 

延べ利用児童数 558人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

町内全ての保育園、保育所で実施している。 

担当課 福祉課 

 

z 休日保育事業 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

ニーズ調査の結果、利用希望は少数であることから、当面実施しません。 
今後、ニーズの増加等状況に変化があれば検討します。 

担当課 福祉課 

 

z 夜間保育事業 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

ニーズ調査の結果、需要は見られませんので、実施の予定はありません。 
今後も引き続き需要の把握に努めます。 

担当課 福祉課 
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エ.保育サービスに関する積極的な情報提供 

サービスを利用する方が保育サービスを選択することによって、サービスそのものの質を向

上させるという観点から、保育サービスに関する積極的な情報提供を行います。 

H20年度 
実 績 

 
ホームページ、まちだよりでの提供 

 
目標 
・ 
方向性 
 

町内の保育園情報や特別保育事業など子育て関連情報を町のホームページに

掲載するほか、パンフレットを作成するなど、今後も情報提供に努めます。 

担当課 福祉課 

 

オ. 保育園等の施設整備 

町内の保育園において、保育サービスの充実を図るため、適切な施設整備を実施します。 

H20年度 
実 績 

 
実績なし 

 
目標 
・ 
方向性 
 

町内の保育園において、保育サービスの充実や特別保育の実施など多機能化を

図るもの、既存施設の老朽化などに伴う、必要な施設整備を推進します。 

担当課 福祉課 
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○3子育て支援のネットワークづくり 
【課題】 
現在、町内に子育て支援、保育サービスのネットワークはありません。町内保育園等との連

携を密にする必要があります。 

ア.【地域における子育て支援サービス等のネットワーク形成 

子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス･保育サービスを、効果的・効率的に提

供するために、地域における子育て支援サービス等のネットワークを形成します。 

H20年度 
実 績 

 
子育てサークル「デコポンキッズ」 

活動支援 週１回 
年間 50 回開催、参加 514 組 

 
目標 
・ 
方向性 
 

《子育てサークル「デコポンキッズ」等の活動支援》 
地域での仲間づくりや母親の育児不安及びストレスの解消、情報交換、相談等

ができるように、子どもと大人が交流し合える機会の提供、自主活動の支援な

どを行います。 

担当課 保健センター 

 

イ.子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布 

各種の子育て支援サービス等が、地域の皆さんに十分周知されるよう、子育てマップや子育

てガイドブックの作成・配布等によって情報提供を行います。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

子育て支援センターの充実に伴い子育てサークル、ＰＴＡ、保育士等とネット

ワークを形成するなど組織づくりのほか、授乳コーナーや一時預かりの実施場

所等示したマップの作成に向けた取り組みを検討します。 

担当課 福祉課 
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○4児童の健全育成 
【課題】 
保育ニーズ調査では、放課後児童クラブを今後利用したい人の割合が 126人中 63人（50％）
あり、放課後の居場所作りのニーズの高さが確認されています。 

平成２０年９月実施の保育ニーズ調査 

ア.放課後や週末等の居場所づくりの推進 

地域において児童が自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことができる放課後や週末

等の居場所づくりを推進します。 

H20年度 
実 績 

 
児童館 2箇所 

 
目標 
・ 
方向性 
 

就学前や小学校低学年の児童を持つ保護者、小学校、保育園等と連携しながら

安全な居場所づくりに努めます。 
現在の児童館は、当面現状を維持することとします。 
なお、放課後児童クラブ事業の実施も含め、施設整備も財政状況を勘案のうえ

実施します。 

担当課 福祉課 

 

イ.健全育成の拠点としての児童館活動の充実 

児童館は、子育て家庭が気軽に利用できる自由な交流の場として、絵本の読み聞かせや食事

セミナーの開催等、様々な親子のふれあい事業を展開します。また、地域における中学生・高

校生の活動拠点となるよう積極的な受入れと活動を展開します。 

H20年度 
実 績 

 
児童館 2箇所  
延べ利用者数 14,839 人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

子育てサークルや子供会のみならず地域老人会等との交流による地域ぐるみ

での子育てが展開されるよう利用しやすい施設運営に努めます。 

担当課 福祉課 
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ウ.健全育成の拠点としての青少年教育施設活動の充実 

青少年教育施設において、自然体験活動を始めとする様々な体験活動を展開します。また、

地域における活動拠点として、青少年の積極的な受入れを図ります。 

H20年度 
実 績 

 
施設数２箇所 

 （古石地区生涯学習センター、社会教育センター） 

 延べ利用者数 1,326 人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

施設数１０箇所（社会教育センター、大尼田地区生涯学習センター、丸米地区

生涯学習センター、古石地区生涯学習センター、女島地区生涯学習センター、

大岩地区生涯学習センター、上田浦地区生涯学習センター、告地区生涯学習セ

ンター、白木地区生涯学習センター、小田浦地区生涯学習センター） 

延べ利用者数 1,600人 

 

古石地区生涯学習センターは、地元の青少年のみならず、町内外の青少年の野

外活動、自主活動の場として小中学校宿泊研修及びキャンプ等へ施設を提供し

ています。 

社会教育センターにおいては、平成 15 年度から土曜日を中心に「子ども講座」

（茶道・英会話・折紙等）を継続して実施します。 

今後も年間を通した学習体験活動を継続して実施します。 

また、御立岬キャンプ場では、ふるさと体験学習を行います。 

担当課 生涯学習課 

 

エ.夏季及び冬季の休業日等における児童の居場所づくり 

児童館、公民館、青少年施設などを活用し、夏季及び冬季の休業日等における児童の居場所

づくりを進めます。 

H20年度 
実 績 

 
児童館 2箇所 

 
目標 
・ 
方向性 
 

長期休暇時の児童の居場所として、児童館や社会教育センターなど既存社会資

源を活用し、安全な居場所づくりに努めます。 

担当課 福祉課 
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オ.児童委員の児童健全育成、児童虐待防止活動の推進 

児童委員は、地域において児童の健全育成や虐待の防止など、子どもと子育て家庭への支援

を住民と一体となって進めます。 

H20年度 
実 績 

 
主任児童委員 3人 

児童委員 62人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

主任児童委員または民生・児童委員と一体となって、地域における児童健全育

成や児童虐待の防止等に取り組みます。 

担当課 福祉課 

 

○5その他 
【課題】 
 地域全体で子育てを支援する観点から、幼稚園等の開放や余裕教室など既存の社会資源の活

用に大きな期待が寄せられています。今後、関係機関等との協力・連携の下に様々な資源の活

用を推進することが必要です。また、近年の核家族化等から、子どもが高齢者とふれあう機会

が減少してきています。一方で、子どもの情操の向上や保護者の育児負担の軽減に加え、高齢

者の生きがい対策としても世代間交流の意義は大きなものがあり、今後積極的に推進すること

が必要です 

ア.地域子育て世代間交流の推進 

地域の高齢者等に地域の子育て支援に参画していただけるように、世代間交流をによる豊か

な子育て支援を進めます。 

H20年度 
実 績 

 
保育所と地域老人会等との交流 
福祉施設の訪問 

 
目標 
・ 
方向性 
 

地区老人会等を保育園行事に招待するほか、福祉施設等を訪問し、遊戯等を披

露などによる交流を実施します。また、老人会会員等を講師にした伝承遊びな

どの機会づくりも行います。 

担当課 福祉課 
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イ.幼稚園開放による子育て相談の推進 

幼稚園の園庭･園舎を開放し、子育て相談や就園児の親子登園等を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
施設数 1 箇所 

開催回数 4回 

 
目標 
・ 
方向性 
 

 

幼稚園開放の日を設け、子育て相談や就園時の親子登園、地域の幼児や保護者

との交流を図ります。 

担当課 教育課 

 

 

ウ.子育て支援サービスのための施設の有効利用 

各種の子育て支援サービスの場として、余裕教室等の公共施設の余裕空間を積極的に活用し

ます。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

学校の余裕教室や閉校後の学校施設を地域における子育て支援事業等の場に

開放できるよう関係部署で協議・調整を行います。 

担当課 教育課 
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（２）母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

○1子どもや母親の健康の確保 
【課題】 
第一子、第二子訪問の１００％実施 
子どもの発達に関する疾患の早期発見・早期支援につながるような取組の検討 
育児不安や子どもの発達等について、保護者が気軽に相談しやすい場の提供 
保育園・幼稚園との連絡調整 

ア. 乳幼児健診、新生児訪問、保健指導等の充実 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、乳幼児健診、

新生児訪問、両親学級等の母子保健における健康診査、訪問指導、保健指導等の充実を図りま

す。 

 

z 母子健康手帳の交付 

H20年度 
実 績 

 
交付数 136件 

 
目標 
・ 
方向性 
 

随時交付。 
交付時に、妊婦への保健指導・相談を同時に実施し、妊婦の健康管理や不安の解

消を図る機会となるよう内容の充実に努めます。 

担当課 保健センター 

 

z 新生児／乳児訪問 

H20年度 
実 績 

 
延べ訪問数 73 人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

第一子・二子を対象に家庭訪問を実施します。 
また、要フォローの乳幼児に対する家庭訪問と必要時関係機関との連絡調整を

図ります。 

担当課 保健センター 
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z 3 ヶ月児健診 

H20年度 
実 績 

 
年 12 回 

受診率 99.3％ 

 
 

目標 
・ 
方向性 
 

目標受診率 100％ 

疾患及び障害の早期発見や早期療養につながるよう努めます。また、未受診者

に対しての受診勧奨及び健診内容の充実に努めます。 

担当課 保健センター 

 

z 7～8 ヶ月児健診 

H20年度 
実 績 

 

年 6 回 

受診率 100.0％ 

 
目標 
・ 
方向性 
 

今後も受診率１００％を目標として実施します。 

疾患及び障害の早期発見や早期療育につながるよう努めます。また、未受診者

に対しての受診勧奨及び健康内容の充実に努めます。 

担当課 保健センター 

 

z 1 歳 6 ヶ月児健診 

H20年度 
実 績 

 
年 6回 
受診率 98.4％ 

 
目標 
・ 
方向性 
 

目標受診率 100％ 

疾患及び障害の早期発見や早期療養に繋がるよう努めます。また、未受診者に

対しての受診勧奨及び健診内容の充実に努めます。 

担当課 保健センター 
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z 3歳児健診 

H20年度 
実 績 

 
年 6回 
受診率 98.4％ 

 
目標 
・ 
方向性 
 

目標受診率 100％ 

疾患及び障害の早期発見や早期療育に繋がるよう努めます。また、未受診者に

対しての受診勧奨及び健診内容に努めます。 

担当課 保健センター 

 

z 乳幼児医療費助成 

H20年度 
実 績 

 
医療費の一部負担金の全額助成 
《対象者》 
対象乳幼児（満 4歳に満たない者） 
多子世帯幼児 

 
目標 
・ 
方向性 
 

乳幼児又は多子世帯幼児の医療費の一部負担金に対する助成（全額）を現状ど

おり継続します。 

担当課 福祉課 

 

z 歯科検診 

H20年度 
実 績 

 
1 歳 6 ヶ月健診受診率 98.4％ 
3 歳児健診受診率 98.4％ 

 
目標 
・ 
方向性 
 

目標受診率 
１歳６ヶ月児健診１００％・3歳児健診 100％ 

妊娠期から歯科保健に関する情報と歯科健診の機会を提供し、歯科に対する意

識の向上に努めます。 

担当課 保健センター 
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z 妊婦健康診査 

H20年度 
実 績 

 
受診率 92.4％ 
延べ受診者数 647 名 

 
目標 
・ 
方向性 
 

妊婦一般健診公費負担回数が平成２１年度から１４回に充実。 
受診票交付者全員が適当な時期に必要な回数の妊婦健診を受診できることを

目指します。妊娠中を健康に過ごし、出産を迎えることができるよう異常の早

期発見と母親の健康管理に努めます。また、要フォロー妊婦への家庭訪問を実

施します。 
担当課 保健センター 

 

z 乳幼児健康相談 

子どもの運動・精神発達における疾患の早期発見・早期支援、また、保護者の育児不安の軽

減のための、医師・心理士・言語聴覚士の専門家による個別相談を実施し、相談の場の充実を

図ります。 

 

H20年度 
実 績 

 
実績なし 

 
目標 
・ 
方向性 
 

平成２１年度より実施予定 

医師・心理士・言語聴覚士と連携をとり、早期の適切な療育支援、保護者の育

児不安の軽減に努めます。 

また、誰でも気軽に相談できるような場の提供に努めます。 

担当課 保健センター 

 

イ. 乳幼児健診の場を活用した相談指導等の実施 

育児不安の解消等を図るため、乳幼児健診の場を活用し親への相談指導を実施します。 

H20年度 
実 績 

 
相談指導件数 乳児・幼児 204 件 

 
目標 
・ 
方向性 
 

乳幼児健診において相談しやすい場をつくり、保健士や栄養士による個別相談

など内容の充実に努めます。 

担当課 保健センター 

 



第４章 行動目標の設定 

68 

ウ. 妊娠期から継続した支援体制の整備 

児童虐待の発生予防の観点を含め、妊娠期から継続した支援体制の整備を図ります。 

H20年度 
実 績 

 
EPDS アンケート高得点で医療機関からの情報提供があった数３件 

 
目標 
・ 
方向性 
 

平成１８年度からの医療機関の１ヶ月児健診においてＥＰＤＳアンケート実

施。 
産後うつ病、育児不安等を持つ母親の心の問題を早期に把握し、援助できるよ

う医療機関等と連携を図ります。 

担当課 保健センター 

※ EPDS（エジンバラ産後うつ病質問紙票） 

「物事がうまくいかないときに不必要に自分を責める」など 10項目の質問があり、「ほとんど

ない」「時々ある」などの答えから選んでもらう。うつに近いほど点数が高くなり、心の状態

が把握できる。 

 

エ. 子どもの事故予防のための啓発 

乳幼児健診等の場を通じて、誤飲、転落･転倒、やけど等、子どもの事故予防のための啓発等

の取り組みを進めます。 

H20年度 
実 績 

 
乳幼児健診において啓発を実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

乳幼児健診の場を活用し、家庭内における子どもの事故防止など、成長段階に

応じた事故防止について啓発に努めます。 

担当課 保健センター 

 

オ. 出産準備教育や相談の場の提供（新米パパママ教室） 

H20年度 
実 績 

 
1 クール 4回×年 3回実施 

延べ参加者数 35 人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

 妊婦から出産、育児等の情報を提供し、妊娠中の健康管理や不安の解消を図り

ます。また、親同士の仲間づくりの場として提供します。 

さらに、夫の育児参加を促すため、夫婦で参加できる内容の充実に努めます。 

担当課 保健センター 
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○2「食育」の推進 
【課題】 
食育を通して、欠食や偏食を無くし、食事の楽しさや大切さを学び、健康状態や食行動を望

ましいものに改善するため、幼児期から食に携わる関係機関及び保護者が一緒になり推進して

いく必要があります。 

 

ア.発達段階に応じた食に関する学習機会や情報の提供 

保健分野や教育分野を始めとする様々な分野が連携しつつ、乳幼児期から思春期まで発達段

階に応じた食に関する学習の機会や情報提供を進めます。 

H20年度 
実 績 

 
(離乳食教室) 

年 6 回 
延べ参加者数 19 人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

 
食生活の基礎となる離乳食の大切さを保護者が理解できるよう４～５ヶ月児

を持つ保護者を対象に講和と実習を行います。また、乳幼児から健康的な食生

活ができるよう相談・指導を行います。 

担当課 保健センター 

 

イ.食事づくり等の体験活動の推進 

地域の公民館等を活用し、食事づくり等の体験活動を子ども参加型などで進めます。 

H20年度 
実 績 

 
子ども料理教室 

開催回数１回 

延べ参加者数３８人 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

地域の小学生を対象に「4つのお皿」の普及を目的に実習を行います。 

担当課 保健センター 
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ウ.食に関する学習の機会や情報提供 

低出生体重児の増加等をふまえ、母性の健康の確保を一層図る必要があります。そのために

妊産婦等を対象とした食に関する学習の機会や情報提供を進めます。 

H20年度 
実 績 

 
新米パパママ教室 

開催回数３回 

延べ参加者数３５人 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

妊娠貧血や妊娠高血圧症候群等、妊娠中の健康管理について講話を行います。 

担当課 保健センター 
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○3思春期保健対策の充実 
【課題】 
 近年の性行動の低年齢化や性感染症罹患者の低年齢化等から、思春期の性に関する対策の重

要性はますます高まっています。今後、青少年への性に関する正しい知識の普及・啓発を推進

する必要があります。 

また、近年、青少年における薬物汚染等の現状は深刻化しており、インターネット等により

違法薬物等が安易に入手可能である状況も懸念され薬物等に関する教育を推進していくとと

もに喫煙による健康被害についての教育も継続する必要があります。 

ア.性に関する正しい知識の普及 

10 代の人工妊娠中絶、性感染症罹患率の増大等の問題に対応するために、性に関する健全な

考え方を育むとともに、性や性感染症予防に関する正しい知識の普及を図ります。 

H20年度 
実 績 

 
各小中学校で実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

性に関する意識高揚とエイズに関する教育・啓発を今後も小・中学校において

行います。 

担当課 教育課 

 

イ.喫煙や薬物に関する教育 

喫煙や薬物等に関する教育を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
各小中学校で実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

学校医等と連携し、喫煙・薬物等に関する教育・啓発活動を今後も行います。 

担当課 教育課 
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ウ.学童期・思春期の心の問題に係る相談体制の充実 

学童期･思春期の心の問題に対応する専門家を養成し、地域の相談体制を充実させます。 

H20年度 
実 績 

 
 
心の教室相談員、スクールカウンセラーを各中学校を中心に配置 

 
目標 
・ 
方向性 
 

心の問題に関する研修を実施するとともに、子どもたちが相談しやすい体制づ

くりを進めます。 
中学校に心の教室（相談員）を置き、生徒の心のケアを実施します。 

担当課 教育課 
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○4小児医療の充実 
【課題】 
 平成１６年実施のニーズ調査の結果から、充実を図って欲しい子育て支援をみると、「医療

機関の体制整備」への要望が就学前では 47.1％、小学生では 44.3％にのぼっており、小児医

療体制へのニーズの高さが見られます。 

  しかし、小児科医の数が少ないことから休日・夜間の初期救急医療の需要に対しては、小児

科医以外の在宅当番医等に頼っている状況にあります。 

今後、小児医療体制の連携強化を図る必要があります。 

（ニーズ調査データは旧芦北町と旧田浦町を合算済） 

ア.小児医療及び小児救急医療の充実 

安心して子どもを生み、健やかに育てるための基盤である小児医療及び小児緊急医療につい

て、県や近隣の市町村及び関係機関と連携します。 

H20年度 
実 績 

 
小児医療機関数：小児科２施設          

 
目標 
・ 
方向性 
 

水俣保健所や医師会・医療機関と連携します。 
  また、総合発達相談や家庭訪問等を実施します。 

担当課 住民生活課・保健センター 
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（３）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

○1次代の親の育成 
【課題】 
77.5％の中高生が将来子どもを欲しいと考えていますが、実際に小さな子どもとふれあう機

会のない中高生は 35.1％です。今後も中・高校生が小さな子どもと実際にふれあう事業など

を継続して行っていきます。  

（平成１６年実施のニーズ調査データは旧芦北町と旧田浦町を合算済） 

ア. 子どもを生み育てることの意義に関する教育など 

H20 年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

子どもを生み育てることは、社会の営みの原点であることを一人ひとりが自

覚し、子育ての楽しさや男女が協力して家庭を築くことなど、子どもを生み

育てることの意義に関して教育・広報・啓発を進めます。 

担当課 教育課 

 

イ.中学生・高校生の乳幼児ふれあい体験 

 

 

 

H20 年度 
実 績 

 
（乳幼児とのふれあい体験学習） 
延べ参加者数 330 人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

（乳幼児とのふれあい体験学習） 
中高生が、子どもを生み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切さを

理解するために、保育所、幼稚園等と連携し、乳幼児ふれあい体験学習等を行

います。 

担当課 教育課 
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○2子どもの生きる力に向けた学校の教育環境等の整備 
【課題】 
37.2％の小学生の保護者が教育についての悩みを抱えていますが、教育センターや教育相談

所を利用されている方は 1.2％です。今後はセンター、相談所がより利用しやすいものとなる

よう努める必要があります。 

（平成１６年実施のニーズ調査データは旧芦北町と旧田浦町を合算済） 

ァ.確かな学力の向上 

(ｱ) 子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな指導の充実 

 

z 基礎学力の向上 

H20年度 
実 績 

 
学力充実研究校を指定（２年間）し計画的な基礎学力の向上に努めます。 
（大野小・湯浦小・内野小・田浦中・大野中・湯浦中） 

 
目標 
・ 
方向性 
 

教職員の各種研修会等への派遣を積極的に促進しながら指導力を高め、児童・

生徒の基礎学力の向上に努めます。また、子どもたちが自主的・積極的に学ぶ

姿勢の育成を図るとともに、自分の個性を発揮できるような環境づくりに努め

ます。 
情報社会において、適正な活動を行うための基になる考え方と態度を学ぶ「情

報モラル教育」を推進するとともに、パソコンや電子黒板等のＩＣＴ機器や電

子教材を活用したわかりやすい授業を展開することで、子どもたちの「自ら進

んで学ぶ力」を育みます。 

担当課 教育課 

 

(ｲ) ゲストティーチャーなどを招いての学校教育の活性化 

学校以外の様々な分野の方に協力いただき、活力のある学校づくりを進めます。 

H20年度 
実 績 

 
ＡＬＴによる英会話教室を実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

《教育の国際化》 
指導員や研修生等の受入れを行い、身近に国際化が感じられるような環境づく

りに努めます。 

担当課 教育課 
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イ.豊かな心の育成 

（ｱ）道徳教育の充実 

豊かな心を育むため、指導方法や指導体制の工夫改善等を進め、子どもたちの心に響く道徳

教育の充実を図ります。 

H20年度 
実 績 

 
各小中学校 

 
目標 
・ 
方向性 
 

（心の教育） 
豊かな心を持ち、たくましく生きる力を持った人間の育成を目指し、心の教育

の指導充実を図ります。また、いじめや不登校の問題を的確に把握し、心のふ

れあいを大切にした教育を推進します。 

担当課 教育課 

 

(ｲ)地域との連携による多様な体験活動の推進 

地域と学校教育機関が連携し、多様な体験活動を展開していきます。 

H20年度 
実 績 

 
田浦小 

 
目標 
・ 
方向性 
 

（学校外活動） 
ＰＴＡ、公民館、親子会、まちづくり団体との連携を図りながら、ふるさとへ

の愛郷心を持てるような活動を推進します。また、環境について考える能力を

養うため、水生生物調査や清掃センターの見学など身近な環境学習の推進を行

います。 

担当課 教育課 

 

(ｳ) 専門家による相談体制の強化 

いじめ、少年非行時の問題行動や不登校に対応するために、専門的な相談体制を整えます。 

H20年度 
実 績 

 
田浦中、佐敷中、大野中実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

学校に心の教室（相談員）等を配置し、相談体制を整えます。 

担当課 教育課 
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(ｴ) 子どもたちの豊かな心を育むネットワークづくり 

学校、家庭、地域及び関係機関が連携し、子どもたちの豊かな心を育むネットワークづくり

を推進します。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

ＰＴＡ（親子会等）が、地域の行事に参加する等、地域と一体となった活動を

推進します。 

担当課 教育課 

 

ウ.健やかな体の育成 

(ｱ)学校におけるスポーツ環境の充実 

H20年度 
実 績 

 
田浦小学校体育館屋上防水改修工事 

田浦中学校体育館床修繕工事 
湯浦中学校屋内運動場改築工事 

 
目標 
・ 
方向性 
 

地域の優れたスポーツ指導者による授業の展開及び体育施設の整備、充実に努

めます。 

担当課 教育課 

 

(ｲ)健康教育の推進 

生涯にわたる心身の健康の増進に必要な知識や適切な生活習慣等を身に付けさせるために、

子どもたちへの健康教育を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

《中学生生活習慣病予防》 
関係機関と連携し、各学期に健康の増進に関する授業を展開します。 

担当課 教育課 
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エ.信頼される学校づくり 

(ｱ)教員に対する適正な評価の実施 

教員一人ひとりの能力や実績等を適正に評価します。指導力不足教員に対しては厳格に対応

し、適切な処遇を行います。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

学力・性格・社会性等総合的な指導力評価を行い、指導力の高揚に努めます。 

担当課 教育課 

 

(ｲ)安全で豊かな学校施設の整備 

 
目標 
・ 
方向性 
 

《教育環境の整備》 
児童・生徒の快適な学習環境を維持するため、老朽化施設の改修を進めます。 
 
① 共同調理場の整備 
給食事業の効率的な運営を図るため、佐敷学校給食センターと田浦学校給食セ

ンターを統合し、共同調理場を整備します。 
② 学校の改修 
計画的かつ効果的な改修に努めます。 

担当課 教育課 
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(ｳ)児童生徒の安全管理 

学校において、児童生徒が安心して教育を受けることができるよう、各学校が家庭や地域の

関係機関･関係団体とも連携しながら、安全管理に関する取り組みを継続的に行います。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

H20 年度「子ども 110 番の家」登録件数 204 件 

地域における「子ども 110 番の家」の設置や警察及び地域との連携による不審

者等情報の共有化、安全管理に取り組みます。 

担当課 教育課 

 

(ｴ)学校評議員制度の活用 

学校評議員制度の活用等により、地域及び家庭と学校との連携・協力を図ります。 

H20年度 
実 績 

 
評議員会開催回数 4回 

 

 
目標 
・ 
方向性 
 

評議員会開催回数 4回 
今後も継続して地域及び家庭と学校との連携・協力を図ります。 

担当課 教育課 

 

(ｵ)地域に根ざした特色ある学校づくり 

地域の実情に応じた通学区域の弾力的な運営等、地域に根ざした特色ある学校づくりを進め

ます。 

H20年度 
実 績 

 
実績なし 

 
目標 
・ 
方向性 
 

《学校規模の適正化》 
児童・生徒数の減少に伴い複式学級が増加傾向にあることから、同じ条件下で

の教育環境を実現するため、小・中学校の統廃合や通学距離に配慮した校区の

見直しを行います。 

担当課 教育課 
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オ.幼児教育の充実 

(ｱ)幼児教育についての情報提供 

幼児教育の充実のため、情報提供を進め、幼児期の成長の様子や大人の関わり方について、

保護者や地域住民等の理解を深めます。 

H20年度 
実 績 

 
 
保護者や地域との交流事業を等を通じて、幼児教育に対する情報提供の実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼児期における教育の意義とその関わり方について情報提供を行うほか、世代

間交流等を行い、理解を深めます。 

担当課 教育課 

 

(ｲ)就学前（幼稚園）と小学校との連携 

就学前（幼稚園）における教育から小学校における教育へ円滑に移行できるよう、幼稚園と

小学校との連携を図る体制を構築します。 

H20年度 
実 績 

 
町教育連携連絡協議会の幼保小中連携部会を中心に、各学校区での連携実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

園児と児童の交流活動や授業参観交流を行うほか、指導内容を共有化するため

のカリキュラムづくりを進めます。また、連絡協議会を活用し、委員の意見を

取り入れていきます。 

担当課 教育課 

 

 



第４章 行動目標の設定 

81 

(ｳ)幼児教育の振興に関する政策プログラムの策定 

z 保育所における養護機能の充実（肥後っ子かがやきプラン） 

保育所が地域の関係行政機関、団体、地域組織とのネットワークを形成し、それらの機能が

保育所保育に生かされるよう、保育の実施主体として支援していきます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

地域社会と連携を図りながら保育活動の推進に努めるとともに、親と子の育ち

の場として家庭の教育機能や子育て機能を高める取り組みを展開します。 

担当課 教育課、福祉課 

 

z 教員・保育士等の資質向上（肥後っ子かがやきプラン） 

各幼稚園・保育所が、資質向上のための研修会に参加しやすいよう派遣体制を整えるなど、

教員・保育士の資質向上に努めます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼稚園・保育所において、より専門性を高めるための各種研修会を十分活用で

きるように研修に参加しやすい体制を整備します。 
また、共通課題を認識しながら園内の教員・保育士等の園内・所内研修の充実

を図ります。 

担当課 教育課、福祉課 

 
● 保育所の役割の明確化（保育所保育指針） 

    保育所は、養護と教育を一体的に行うことを特性とし、環境を通して子どもの保育を総合的に

実施する役割を担うとともに、保護者に対する支援（入所する児童の保護者に対する支援及び地

域の子育て家庭に対する支援）を行います。 
目標 
・ 
方向性 

保育所における保育の中核的な担い手である保育士の業務とともに、保育所の社

会的責任（子どもの人権の尊重、説明責任の発揮、個人情報保護等）についても

取組ます。 
担当課 福祉課 

 
● 保育の内容の改善（保育所保育指針） 

    発達過程の把握による子どもの理解と養護と教育の一体的な実施を行い、健康で安全な体制の

充実を図るとともに、小学校との連携に努めます。 
目標 
・ 
方向性 

発達過程区分に沿った子どもの発達の道筋を明記するとともに、不適切な養育に

関する早期把握、要保護児童対策地域協議会など地域の専門機関との連携や健康

な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け食育の推進を図ります。 
担当課 福祉課 



第４章 行動目標の設定 

82 

 

z 教育・保育内容、指導・援助方法の工夫改善（肥後っ子かがやきプラン） 

県が作成した指導事例集を活用するとともに、随時、幼稚園・保育所訪問を行い、教育・保

育活動の実情を把握し、各園・各所の教育・保育内容、指導・援助方法の工夫改善の促進に努

めます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼稚園・保育所訪問を実施し、現状把握に努め、教育事務所とタイアップして

保育活動の改善・充実に努めます。 

担当課 教育課、福祉課 

 

z 障害のある子どもの教育の推進（肥後っ子かがやきプラン） 

入園・入所を希望する障害のある子どもの就園等について、保護者との十分な連携のもとに、

障害の種類や程度などを把握し、一人ひとりの実態に応じた適切な対応に努めます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

施設や設備、教員・保育士の配置等を検討する連絡協議会の設置など、よりよ

い条件整備に努めます。 
保護者の思いを受け止め、必要に応じて専門機関からの助言を受けながら、連

携し合い対処していきます。 

担当課 教育課、福祉課 

 

z 教育・保育条件の整備（肥後っ子かがやきプラン） 

幼稚園・保育園における、教育・保育条件の整備を推進します。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼稚園や保育所がその役割を果たすため、地域や幼稚園・保育所の実態、保護

者のニーズをふまえて、子どもの一人ひとりに応じた教育・保育を進めるため

の教育・保育条件の改善・充実を図ります。 

担当課 教育課、福祉課 

 

● 保育の資質向上（保育所保育指針） 

     保育所での自己評価等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、体系的・計

画的な研修や職員の自己研鑽等を通じて、職員の資質向上及び職員全体の専門性の向上を図り

ます。 
目標 
・ 
方向性 

 
保育所全体で組織的及び計画的に保育に取組、保育の内容等の自己評価及 びそ

の公表に努めます。 
 

担当課 福祉課 
 



第４章 行動目標の設定 

83 

z 教員・保育士間の連携、協力及び子ども間の交流（肥後っ子かがやきプラン） 

幼稚園や保育所の設置数等の状況をふまえ、人事交流までも視野に入れた幼稚園・保育所間

の連携、交流を図ります。 

また、幼稚園・保育所の関係者による連絡協議会の設置や近隣市町村の幼稚園・保育所との

合同研修実施のための体制整備に努めます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼稚園・保育所間の連携・交流を図るとともに、連絡協議会の設置や近隣市町

村保育所との合同研修及び相互研修を実施します。 

担当課 教育課、福祉課 

 

z 幼稚園と保育所の施設の共用化等（肥後っ子かがやきプラン） 

幼稚園、保育所間で施設の共用化等について、地域の実情を考慮しながら検討する機会を持

つこととされています。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

現在、本町の幼稚園と保育所は、設置場所が異なることから、施設の共有化は

困難であり、取り組む予定はありません。 

担当課 教育課、福祉課 

 

z 子どもの育ちの連続性を図る条件整備（肥後っ子かがやきプラン） 

 
目標 
・ 
方向性 
 

 
幼稚園・保育所、小学校関係者等で連絡協議会を設置するとともに、公立・私

立を問わず連携・交流が深まるように支援します。 
また、就学にあたっては、子どもの実態や保護者のニーズに応じた相談を実施

していきます。 
 

担当課 教育課、福祉課 
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z 幼稚園・保育所の保護者間の交流や小・中学校ＰＴＡとの交流（肥後っ子かがやきプラン） 

幼稚園と保育所の保護者会同士の連絡組織を設けるよう、関係機関に働きかけるとともに、

ＰＴＡ連絡協議会への加盟を推進しています。 

また、ＰＴＡが実施する家庭教育講座などに対して支援を行います。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼稚園・保育所・小学校間の連携・交流を図るための連絡協議会による相談を

実施します。 
 
幼稚園・保育所・小学校等の保護者同士の交流機会を充実させるための連絡組

織が設置されるよう保護者会へ働きかけます。 

担当課 教育課 

 

z 地域住民が喜びや生きがいを感じるかかわりの場としての幼稚園・保育所（肥後っ子かがやき

プラン） 

開かれた幼稚園、保育所づくりを積極的に推進します。 

また、幼稚園・保育所に対して地域の人材活用や人材リストなどの情報提供に努めます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼稚園・保育所と地域との交流を実施します。 
また、地域の生活や文化等の体験に地域の高齢者等の人材の活用を図り、地域

住民が子育て支援活動に関われるように多世代の交流を促進します。 

担当課 教育課、福祉課 

 

z 保護者の保育ニーズへの対応（肥後っ子かがやきプラン） 

保護者や地域の保育ニーズをふまえ、施設環境整備や人的措置など受入れ体制を整えながら、

よりよい対応に努めます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

多様化する保育ニーズに対応するため、需要を勘案し、的確な保育・教育環境

づくりを行います。 

担当課 教育課、福祉課 
 

● 保護者に対する支援（保育所保育指針） 
    保育所の特性を生かした支援、子どもの成長の喜びの共有、保護者の養育力の向上に結びつく

支援、地域の資源の活用など、保護者に対する支援に努めます。 
目標 
・ 
方向性 

男女共同参画社会の進展や家庭養育力の低下にともなう子育て支援機能の向上を

図るため、地域や地域の関係機関との連携・協力を図り必要な情報を保護者に提

供します。また、障害に対する正しい知識や認識ができるように支援します。 
担当課 福祉課 
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○3家庭や地域の教育力の向上 
【課題】 
就学前 27.3％、小学校 17.8％の子育て中の方が家庭教育に関する学級・講座への参加を希

望していますが、実際に学級・講座を利用されている方は、就学前 3.6％、小学校 4.2％です。

今後は学級・講座がより利用しやすいものとなるよう積極的に広報活動等を進めていく必要が

あります。    （平成１６年度のニーズ調査データは旧芦北町と旧田浦町を合算済） 

ア.家庭教育への支援の充実 

(ｱ)家庭教育に関する学習機会や情報提供の充実 

 

z 学習機会の提供（肥後っ子かがやきプラン） 

地域の特性やニーズをふまえ、保護者会やＰＴＡ等の協力の下、就学時健診等の機会を利用

した子育て講座のほか、妊娠期の母親学級などの機会を活用した子育て講座、父親・祖父母等

のための子育て講座、家庭教育に関する講座など開設の拡大を図ります。 

また、家庭教育井戸端会議、中高生による子育て体験、本の読み聞かせなどの親子参加型の

学習機会、子どもや親の交流の機会づくりや家庭教育手帳・ビデオの活用等の充実を図ります。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

就学時健診の家庭教育講座及び親子読書や読み聞かせ等を実施するとともに、

保護者間の連絡組織による家庭教育講座を実施します。 

担当課 教育課 
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(ｲ)子育て中の親が気軽に相談できる体制の整備 

 

z 地域で子育てを支援する仕組みづくり（肥後っ子かがやきプラン） 

地域の実情に応じて、保育所や幼稚園等の関係機関や子育てグループ等が一体となって、地

域で子育てを支援するための仕組みづくりと、実践に取り組みます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼稚園や学校、保育所（地域子育て支援センター）等関係機関をを中心に子育

てグループ等と連携し、子ども参加型のイベントを開催するなど、地域の子育

て力の向上を図ります。 

担当課 教育課、福祉課 

 

z 家庭、子どもに対する相談体制の充実（肥後っ子かがやきプラン） 

保護者のニーズをふまえ、地域子育て支援センター事業等に取り組みます。 

H20年度 
実 績 

 
田浦保育所内に設置 

 
目標 
・ 
方向性 
 

施設予定数 3箇所（うち既設 1箇所） 

既設を地域子育て支援拠点事業として移行し子育て交流の場や情報提供の充

実を図ります。 

支援センターの新設については、ニーズ等を勘案し必要な施設整備を行いま

す。 

担当課 福祉課 

 

z 子ども連絡会議 

子どもや保護者が地域で安心して生活できるよう、保育園・幼稚園との会議・研修会を開催

し、連携のとれた子育て支援体制を整備していきます。 

 

H20年度 
実 績 

 
年３回開催 

延べ参加者数６９人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

平成１８年度より実施 
町内の保育園・幼稚園と育児支援に関しての情報・考え方を共有し、各園に就

園する個別ケースについて、連携のとれた支援ができるよう努めます。 
 

担当課 保健センター 
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イ.地域の教育力の向上 

(ｱ)地域における子どもの多様な体験活動の充実 

z 子どもの居場所づくり（肥後っ子かがやきプラン） 

関係機関のネットワーク化を図りながら、公民館、児童館、公園などを利用した子どもが遊

びやスポーツを通じて健やかに育つための居場所づくりの促進とともに、ボランティア活動等

子どもたちの様々な地域活動、体験活動の場を提供していきます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

公民館・児童館・公園などを利用した子どもの居場所づくりやボランティア活

動等との連携による子どもたちの地域活動・体験活動の場づくりに努めます。 

担当課 教育課、福祉課 

 

(ｲ)総合型地域スポーツクラブの充実、スポーツ指導者の育成 

総合型地域スポーツクラブの充実とスポーツ指導者の育成を図るとともに、子ども達の多様

なスポーツニーズに応えるため、スポーツ環境の整備を図ります。 

H20年度 
実 績 

芦北町総合型地域スポーツクラブでは、育成強化クラブ（５クラブ）とスポーツ・

学習教室（１２教室）を開催し、主催事業の御立岬ジョギングフェスタには、子

どもから高齢者まで８４０人が参加しました。 

また、地域間交流スポーツグラウンド並びに地域資源活用総合交流促進施設の整

備を行いました。 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

《競技スポーツの振興》 

スポーツ環境づくりとして、子どもから高齢者まで多くの町民のニーズに応え

るため、本町では、21 世紀の新スタイルである「芦北町総合型地域スポーツク

ラブ」を平成 18 年 6 月に設立し、健康づくり・仲間づくりに取り組むととも

に競技力の向上を目指しています。 

芦北町総合型地域スポーツクラブは、生活スポーツの面から、町民が日常的に

スポーツを行う場としての環境づくりが期待されるばかりでなく、学校 5日制

における子どものスポーツ活動の受け皿づくりにもつながり、さらには地域の

連帯意識の高揚、世代間の交流等の地域コミュニティーや町づくりにも寄与す

るものです。 

また、競技スポーツの面でも、一貫指導体制の確立によりトップレベルの競技

者を育てることを目指します。 

担当課 生涯学習課 
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(ｳ)世代間交流の推進 

z 子どもの居場所づくり（肥後っ子かがやきプラン） 

関係機関のネットワーク化を図りながら、公民館、児童館、公園などを利用した異年齢の子

どもとの交流、高齢者との交流などを通じた社会性を育むための様々な体験活動を促進します。 

また、ＰＴＡ等を中心に行われている「あいさつ運動」や「声かけ運動」等の取り組みは、

子どもと家庭や地域の関わりにおいても大切であり、今後さらに推進していきます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

公民館・児童館・公園などを利用して異年齢の子どもたちの交流・高齢者との

交流及び保護者間の活動に地域と一体となって取り組みます。 

担当課 教育課、福祉課 

 

（ｴ）地域活動への教職員の自主的参加 

z 「親の育ちの場」としての幼稚園・保育所（肥後っ子かがやきプラン） 

教員・保育士等の負担に対する配慮や事故の場合の保障などについて条件整備を図り、幼稚

園や保育所が家庭や地域の子育て支援に積極的に取り組める環境を整えます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

幼稚園・保育所と保護者が互いに子育てのよき「共感者」「協働者」であるとい

う認識の下、保護者との交流や子育て相談の実施、子育て情報の提供を行いま

す。 

担当課 教育課、福祉課 

 

○4子どもを取り巻く有害環境対策の推進 
【課題】 
書店、コンビニ等で性や暴力に関する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、パソコンソフ

ト等が販売されていることに加え、インターネット上には、子どもに有害なコンテンツが氾濫

している状況から関係業界に対する自主的措置を働きかけることが必要である。 

ア.子どもたちを有害環境から守るための取り組み 

関係機関･団体やＰＴＡ、ボランティア等の地域住民が連携･協力をして、性、暴力等の有害

情報について、関係業界に対する自主措置を働きかけます。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

関係団体と連携協力して有害情報の自主規制を働きかけるほか、学校教育の中

でインターネット・メール等も含めた情報モラルの指導を行います。 

担当課 教育課 
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（４）子育てを支援する生活環境の整備 

○1良質な住宅の確保 
【課題】 
老朽化している公営住宅の改修及び建て替えが必要です。 

 

ア. ファミリー向け賃貸住宅の供給支援 

少子高齢化をふまえ、建て替え時期を迎えている既存の町営住宅の更新や改修を図るととも

に、新たな住宅需要を考慮しつつ、入居者の多様なニーズに対応し、ゆとりある安心・快適な

居住環境をそなえた、安価で良質な公共賃貸住宅の整備を促進します。 

(ｱ) 適正な既存住宅の更新と居住水準の向上 

建て替えに伴い各入居者の世帯構成や所得からみた適正な住宅の供給を図ります。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

今後整備する公共賃貸住宅は、国や県の住生活基本計画を目指したゆとりある

住宅とします。 

担当課 建設課 

 

(ｲ) 入居者のニーズに対応した町営住宅の整備 

H20年度 
実 績 

 
２０年度は実績なし 

 
目標 
・ 
方向性 
 

 

・ 少子化をふまえ、若い世代の子育てを支援できるように子供の成長や家

族数の変化に対応できる住宅を供給します。 

・ 多様な年齢層が一緒に住める住宅を供給します。 

・ 高齢者にも使いやすい住宅を供給します。 

・ 多様なタイプの住宅を供給します。 

担当課 建設課 
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○2良好な居住環境の確保 
【課題】 
 室内空気環境の安全性を確保する必要があります。 

 

ア.シックハウス対策の推進 

室内空気環境の安全性を確保するために、シックハウス対策を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
該当なし 

 
目標 
・ 
方向性 
 

公営住宅建設に伴い対策を講じます。 

担当課 建設課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射場団地
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○3安全な道路交通環境の整備 
【課題】 
計画的な道路整備（改良）の推進 

子どもや障害者、高齢者に配慮した道路整備 

 

ア.町道の拡幅改良及び歩道の整備等 

子どもや子ども連れの親等が安全・安心に通行することができる道路交通環境を整備するた

め、次の取り組みを行います。 

(ｱ)未改良道路の拡幅整備及び歩行者の利用度が高い地域の歩道設置の計画及び整備の促進 

町中心部は、歩行者の利用を勘案し、新設道路については歩道設置を含めて計画します。 

県道整備については、歩道を設置した道路整備が実施されています。今後も更なる整備推進

を要望していきます。 

H20年度 
実 績 

 
道路整備（拡幅改良）については、毎年 500ｍ程度整備している状況ですが、用

地や現地状況を考慮し車道拡幅を重視している状況です。 

現在の町道総延長 365km、改良率 42.1 

 また、各地区からの要望を踏まえ、随時道路の整備工事を行っています。 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

公共施設連絡道路及び市街地中心部の歩行者の安全を考慮した道路設備を実

施します。 
《整備予定路線》 

・ 花北向町線（～25 年度） 

・ 宮浦野添線（～24 年度） 

・ 花東本町線（～25 年度） 
 

県道の整備については地元の意向をふまえ、県に対して要望を続けます。 

担当課 建設課 
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(ｲ)芦北インターの開通に伴い車輌増加による通学者、歩行者の安全の確保 

芦北インターの開通に伴い市街地部の車輌の増加が予想されます。 

幹線道路整備については、県道の整備により対応できますがインターを利用する車輌の集中

により時間帯によって渋滞が懸念されます。この回避のためアクセス道路（町道）整備も検討

する必要があります。 

H20年度 
実 績 

 
県道については、バイパス道路の整備により、国道とのアクセス道路整備を実施

しています。 
 

 
 

目標 
・ 
方向性 
 

芦北インターと国道 3号を結ぶ町道の道路拡幅整備を検討ます。 
検討路線 射場芦北線 

担当課 建設課 

 

(ｳ) その他歩行者及び自転車通行による地下道の防犯の確保、また山間部道路の整備 

肥薩おれんじ鉄道下の地下道は、延長約 100ｍで生活道路、通学路として利用されていますが、

保護者から犯罪防止強化の要望が寄せられています。特に、夜間の防犯対策を講じる必要があ

ります。 

中山間部は、未改良道路が多くありますが、その多くは地域住民にとって欠かせない生活道

路となっています。路線数も多く、道路改良にはかなりの期間を要します。また、地形的に急

峻であり、拡幅工事も困難な場所が多いのが現状です。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

① 安心できる地下道路環境の整備 
・ 巡回パトロールの実施 
・ 街路灯の増設 
・ 道路環境の美化促進 
 

② 山間部道路の通行の安全を確保 
・ 黒岩上原線（交通安全施設） 
・ 海路上原線（交通安全施設） 
・ 熊ヶ倉岩尾戸線（交通安全施設） 

担当課 建設課 
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○4安心して外出できる環境の整備 
【課題】 
 35.2％の子育て中の方が子どもとの外出先で、「トイレがおむつ替え等に無配慮なこと」に

困っているということが、ニーズ調査の結果から明らかになりました。 

今後、子育て中の方が利用しやすい施設整備に努めていく必要があります。 

（平成１６年度のニーズ調査データは旧芦北町と旧田浦町を合算済） 

ア.子育てバリアフリー化の推進 

公共施設等において、子どもサイズの便器・手洗い器、ベビーベッド、ベビーチェア、ゆっ

たりした化粧室、授乳室の設置など、子育て世帯が安心して利用できる施設整備を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
整備箇所数１箇所(地域資源活用総合促進施設) 

 
目標 
・ 
方向性 
 

①今後、整備する公共施設の計画に当たっては、バリアフリー化に配慮してい

きます。 
②民間事業者等が整備する建築物の中で、不特定多数の人、または主として高

齢者・身体障害者等が円滑に利用できるユニバーサルデザインに配慮した建

築物に対して助成を行い、誰もが利用しやすい施設整備に努めます。 

担当課 建設課、福祉課 
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○5安全・安心まちづくりの推進 
【課題】 
 就学前 17.5％、小学校 30.3％の子育て中の方が、「暗い通りや見通しのきかないところが多

い」と感じていることがニーズ調査の結果から明らかになりました。 

今後、防犯灯を整備するなど子どもたちの安全を守る取り組みを進めていく必要があります。 

（平成１６年度のニーズ調査データは旧芦北町と旧田浦町を合算済） 

 

ア.通学路や公園等における防犯設備の整備 

通学路や公園等における防犯灯、緊急通報装置等の整備を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
防犯灯整備箇所数 25箇所 

 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

整備予定数 200 基（H22～31） 

地域の要望に対応し、設置費補助を行います。 

担当課 総務課 
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（５）職業生活と家庭生活との両立の推進 

○1 多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し 

【課題】 
企業の出勤時間の調整、フレックスタイムの導入、企業誘致 

ア. 多様な働き方を目指した意識改革推進のための広報・啓発・研修・情報提供 

労働者、事業主、地域住民等の意識改革を推進するための広報･啓発、研修、情報提供等につ

いて、国、県、関係団体等と連携を図りながら積極的に推進します。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

子育てと仕事の両立支援について、商工会及び企業等と連携し啓発に努めます。 
・ 労働時間短縮のための普及・啓発 
・ 育児休業・介護休業給付制度の普及・啓発並びに取得促進 
・ 再雇用・再就職等の促進 

担当課 商工観光課 

 

 

 

○2仕事と子育ての両立の推進 
【課題】 
保育事業において延長保育等、仕事と子育ての両立支援を行っていますが、今後は町の施策

だけでなく、各事業所に対して子育て支援への理解と協力を求めていく必要があります。 

 

ア、仕事と子育ての両立のための社会資源の整備 

仕事と子育ての両立を支援するために、保育サービスや学童保育を進めていきます。 

H20年度 
実 績 

 
事業所内保育所１ヶ所 
学童保育箇所 3ヶ所 

 
目標 
・ 
方向性 
 

学童保育内容、環境の改善を図っていきます。 

担当課 福祉課 
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（６）子ども等の安全の確保 

○1 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

【課題】 
 交通量の増加に伴い、子どもが交通事故の被害に遭う危険性も増大しています。 

今後、交通安全教育の促進と交通安全指導者の育成が必要です。 

ア.交通安全教育の推進 

子供を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を実施するとともに、これらを取り巻

く地域全体の交通安全意識の高揚を図ることが必要です。 

(ｱ) 交通安全教室の開催 

学校からの要望により実施していますが、学校間で取り組みに差があります。 

H20年度 
実 績 

 
交通安全教室を開催(165 人参加)    

 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

芦北警察署と連携し、低学年から高学年まで理解できる体験型の安全教室を実

施します。 

担当課 総務課 

 

（イ）交通指導員等による通学路での街頭指導 

H20年度 
実 績 

 
毎月 1 日、10 日、20 日を交通安全の日と定め、交通指導員等による通学路での

街頭指導を実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

朝の通学時間帯に加えて、防犯対策を考慮し下校時の街頭指導を検討します。 

担当課 総務課 
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(ウ)交通安全ランドセルカバーの配布 

H20年度 
実 績 

 
小学校の新入生に対して、交通安全ランドセルカバーを配布 

 
目標 
・ 
方向性 
 

今後もランドセルカバーの配布を継続します。 

担当課 教育課 

 

 

イ.チャイルドシートの正しい使用の徹底 

           チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及び正し

い使用方法について、普及啓発活動を積極的に展開します。 

 

H20年度 
実 績 

 
町広報誌等による普及、利用の啓発 

 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

町広報誌等による普及、利用の啓発を行います。 
 

担当課 総務課 
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○2 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

【課題】 
 近年、子どもが登下校の際などに、犯罪被害に巻き込まれる危険性が増加してきています。

一方で、地域住民の関わりが希薄となる等、地域における子どもへの見守り機能の弱体化が懸

念されます。 

今後は、子どもを犯罪被害から守るため、行政・関係機関・地域等が連携し、さまざまな取

り組みを推進することが必要です。 

 

ア.犯罪等に関する情報の提供の推進 

住民の皆さんの自主防犯行動の充実のために、防犯等に関する情報の提供を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
防災行政無線、町広報誌等による情報提供 

 
目標 
・ 
方向性 
 

防犯意識高揚のための情報や不審者情報等の提供を行います。 

担当課 総務課 

 

イ.犯罪・事故等の被害から子どもを守るための取り組み 

(ｱ) 関係機関・団体との情報交換 

子どもを犯罪等の被害から守るため、関係機関・団体との情報交換を積極的に行います。 

H20年度 
実 績 

 
防犯連絡所・少年補導員活動 

 
目標 
・ 
方向性 
 

関係機関・団体との情報交換（不審者情報の共有化）を行います。 

担当課 総務課 
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ウ.学校付近や通学路におけるパトロール活動の推進 

子どもを犯罪等の被害から守るため、学校付近や通学路等においての、ＰＴＡ等のボランティ

ア、少年警察ボランティア等の関係機関・団体と連携したパトロール活動を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
役場防犯パトロール隊及び民間ボランティア防犯パトロール隊等による子ども

の見守りの実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

自主的な防犯パトロール組織の支援を行うほか、関係機関・団体と連携したパ

トロール活動を推進します。 
また、生活安全安心協議会を中心とした活動を推進します。 

担当課 総務課 

 

エ.「子ども 110 番の家」等の防犯ボランティア活動の支援 

子どもが犯罪等に遭ったときの緊急避難場所である、「子ども110番の家」等の防犯ボランティ

ア活動を支援します。 

H20年度 
実 績 

 
「子ども 110 番の家」登録数 204 箇所 
                    総数 1,547 ヶ所 

 
目標 
・ 
方向性 
 

各学校区において、「子ども 110 番の家」の確保に努めます。 

担当課 教育課 
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○3被害に遭った子どもの保護の推進 
【課題】 
 平成１６年度のニーズ調査の結果から、中高生の 52.3％が虐待と思われる行為を「特に受

けたことはない」と答えています。児童虐待の問題が深刻化している昨今、虐待を受けた子ど

もたちに対するケアの重要性が強く認識されており、諸機関の連携によるきめ細かい対応を検

討する必要があります。 

ア.被害を受けた子どもに対するカウンセリングの実施 

犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた子どもたちの精神的ダメージを軽減し、立ち

直りを支援するため、子どもに対するカウンセリングを実施します。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

児童虐待等が発生した場合は、速やかに被害を受けた子どもに対するカウンセ

リングを実施します。 

担当課 教育課 

 

イ.学校等の関係機関との連携によるきめ細かな支援の実施 

保護者に対する助言など、学校等の関係機関と連携したきめ細かな支援を実施します。 

 
目標 
・ 
方向性 
 

関係機関と連携し、きめ細かな助言及び支援を実施します。 

担当課 教育課 
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（７）要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

○1児童虐待防止対策の充実 
【課題】 
 就学前 45.2％、小学校 32.5％の子育て中の方が、子どもの叱りすぎや実際に手を上げてし

まったことなどに悩みを感じています。どんなに些細なことでもそれが児童虐待につながるこ

とのないよう、総合的かつ様々な形で虐待の防止に取り組む必要があります。 

      （平成１６年度のニーズ調査データは旧芦北町と旧田浦町を合算済） 

ア. 虐待防止ネットワークの活用 

虐待を受けている子どもをはじめとする保護を必要とする子どもの早期発見や適切な保護を

図る為、芦北町要保護児童対策地域協議会を活用します。 

H20年度 
実 績 

 

芦北町要保護児童対策地域協議会 

相談受付件数１件 

相談対応件数１件 

 
目標 
・ 
方向性 
 

地域住民や関係機関からの虐待等の通知に対して、すばやく情報収集を行い協

議会の関係者でケース検討会議を行い地域による見守りを行い、ケース次第で

は、児童相談所との支援体制による解決を図ります。 

担当課 福祉課 
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○2母子家庭等の自立支援の推進 
【課題】 
ひとり親家庭で抱える生活に困難を感じる状況を改善し、子どもの健やかな成長が実現でき

るよう、総合的な生活支援を行う必要があります。 

 

 

ア.相談体制の充実や情報提供 

母子家庭等に対する相談体制の充実や、施策・取り組みについての情報提供を行います。 

H20年度 
実 績 

 
母子家庭相談(随時受付)     

 
目標 
・ 
方向性 
 

毎年度、県福祉事務所が実施主体の母子家庭等を対象にした巡回相談を実施し

ます。又、児童扶養手当の申請や更新時に随時相談を行います。 

担当課 福祉課 

 

○3障害児施策の充実 
【課題】 
 乳幼児期における健康や発育状態の把握、疾病の早期発見に努めるほか、障害児に対する相

談窓口の充実を図り、相談から課題対応まで関係機関の連携強化に努める必要があります。 

 

ア.健康診査や学校における健康診断等の推進 

障害の原因となる疾病や事故の予防と疾病の早期発見・治療の推進を図るため、妊婦及び乳

幼児に対する健康診査や学校における健康診断等を推進します。 

H20年度 
実 績 

 
未実施 

 
目標 
・ 
方向性 
 

《疾病の予防、健康相談の実施》 
幼児期における障害の発生を防ぐには、疾病の予防、早期発見が重要であるこ

とから、保健所や医療機関との連携により、3 歳児健診等の充実を図り、治療

や療育の適切な時期を失することのないよう努めます。 

担当課 保健センター、教育課 
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イ.適切な医療・福祉サービスの充実及び教育支援体制の整備 

障害児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるように、保健、医療、福祉、

教育等の各種施策の円滑な連携により、適切な医療及び医学的リハビリテーションの提供、在

宅サービスの充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等、総合的な取り組みを推進します。 

(ｱ) 障害児教育の確保 
 
目標 
・ 
方向性 
 

関係機関との連携による適切な障害児教育の推進に努めます。 

担当課 教育課 

 

(ｲ) 障害児夏休みデイサービス事業への取り組み 
 
目標 
・ 
方向性 
 

H16 年度から芦北学園に委託実施。 

養護学校に通う障害児に夏休みの生活の場を提供し、児童の家族の介護負担の

軽減を図ります。 

担当課 福祉課 

 

ウ.教育及び療育に特別のニーズがある子どもについて適切な教育的支援 

学習障害（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症など教育及び療育に特

別のニーズのある子どもについて、教員の資質向上を図りつつ、適切な教育的支援を行います。 

H20年度 
実 績 

 
特別支援教育支援員（町臨時講師）による教育的支援 

 
 

 
目標 
・ 
方向性 
 

特別支援教育支援員（町臨時講師）による教育的支援を行います。 

担当課 教育課 
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エ.保育所や放課後児童健全育成事業における障害児の受入れ 

保育所や放課後児童健全育成事業における障害児の受入れを推進するとともに、各種の子育

て支援事業との連携を図ります。 

H20年度 
実 績 

 
障害児受入れ 3人 

 

 
目標 
・ 
方向性 
 

保育に欠け、集団保育が可能な障害児の受入れを推進し、障害児の処遇の向上

を図ります。 

担当課 福祉課 
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（８）町独自の子育て支援施策の推進 

○1経済的負担の軽減 
【課題】 
 子育てに掛かる直接的コストの軽減を図ります。 

 

ア.幼児・児童医療費助成 

子宝祝い金の支給を行っていましたが、公平性の見地から４歳未満だった医療費の無料を、

平成１８年度から小学３年生までに引き上げ医療費の保護者負担金全額を町が負担することに

しました。より公平で安心・安全な子育て支援を実施します。 

H20年度 
実 績 

 
医療費の一部負担金の全額助成 

対象者 708人 

 
目標 
・ 
方向性 
 

小学３年生から中学３年生までの引き上げの実施（平成２１年度実施済み） 

担当課 福祉課 
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１. 推進体制 

「芦北町次世代育成支援行動計画」の推進に際しては、庁内において年度毎に各事業の進捗状況を

正確に把握しつつ、情報公開していきます。  

また、幅広く住民の意見を聴取していきます。 

庁内推進体制 

実施時期 
施 策 事 業 

前期 後期 
担当課 

① 庁内推進体制の整備 
次世代育成支援行動計画の進捗

状況については年度毎に正確に

把握し、計画を総合的に推進す

る庁内連絡会議を設置します。 
 

庁内連絡会議の設置 実施 継続 福祉課 

② 行動計画進捗状況の公表等 
行動計画の進捗状況を定期的に

公表するとともに、住民・関係

団体等から意見聴取を行い､施

策への反映を図ります。 

行動計画進捗状況の

公表等 
実施 継続 福祉課 
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２. 今後の課題 

 

保護者からのニーズ調査の結果や策定委員から聴取した意見をふまえ、決定した目標・方向性の中

で、その具現化のために特に検討（調整）が必要な事項は下記のとおりです。 

 

x 乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育＜施設型＞） 
    受入れ可能施設との調整（施設整備、看護師等の職員配置） 

    補助事業として実施の可能性の検討（補助基準 年間延べ 10 人以上の利用） 

 
x 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ育成事業） 
    実施場所の検討（小学校の空き教室、児童館等） 

 
x 湯浦児童館の建て替え 
    老朽化している湯浦児童館の建て替えの検討 

 
x 保育所規模の適正化等 
    出生児童数の減少などふまえ、公立保育所の統合・民営化等を検討 

 
x 「肥後っ子かがやきプラン」「保育所保育指針」にある施策の実施 
    教育課と福祉課が連携し、関係課とも調整を図りながら取り組む 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料編 
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（前期計画資料） 

１. 児童人口推計 

■推計方法■ 
x 住民基本台帳（平成 13 年～平成 16年の各 10 月１日時点）の実績値を使用し、センサス変化

率法を用い推計しました｡  

x ０～17 歳児童の平成 17～21年度における年齢別推計人口は次のとおりです｡ 

表(資料)-1 年齢別児童人口推計(平成１６年度推計)前期計画資料 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

児童人口 構成比 児童人口 構成比 児童人口 構成比 児童人口 構成比 児童人口 構成比

合　計 3,215人 15.4% 3,073人 14.9% 2,945人 14.5% 2,831人 14.2% 2,694人 13.8%

0歳 134 0.6 128 0.6 122 0.6 118 0.6 117 0.6

1歳 151 0.7 134 0.7 128 0.6 122 0.6 118 0.6

2歳 127 0.6 151 0.7 135 0.7 128 0.6 123 0.6

3歳 140 0.7 127 0.6 151 0.7 134 0.7 128 0.7

4歳 149 0.7 140 0.7 127 0.6 152 0.8 135 0.7

5歳 134 0.6 147 0.7 139 0.7 127 0.6 150 0.8

小　計 835 4.0 827 4.0 802 4.0 781 3.9 771 3.9

6歳 138 0.7 132 0.6 144 0.7 135 0.7 123 0.6

7歳 147 0.7 137 0.7 130 0.6 142 0.7 134 0.7

8歳 147 0.7 147 0.7 137 0.7 131 0.7 144 0.7

9歳 184 0.9 147 0.7 148 0.7 138 0.7 130 0.7

10歳 168 0.8 185 0.9 148 0.7 148 0.7 138 0.7

11歳 186 0.9 167 0.8 184 0.9 147 0.7 147 0.8

小　計 970 4.6 915 4.4 891 4.4 841 4.2 816 4.2

12歳 222 1.1 186 0.9 168 0.8 184 0.9 148 0.8

13歳 215 1.0 219 1.1 184 0.9 166 0.8 182 0.9

14歳 248 1.2 215 1.0 219 1.1 185 0.9 166 0.8

15歳 224 1.1 247 1.2 214 1.1 218 1.1 184 0.9

16歳 241 1.2 222 1.1 245 1.2 211 1.1 215 1.1

17歳 260 1.2 242 1.2 222 1.1 245 1.2 212 1.1

小　計 1,410 6.7 1,331 6.5 1,252 6.2 1,209 6.1 1,107 5.7

＊構成比は、端数処理の関係で小計の数値が合わない場合があります。

年度齢
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図（資料）－1平成 21年度推計値における人口構成 

 計 13.8%

12～17歳
5.7%

６～11歳
4.2%

０～５歳
3.9%

０～17歳

65歳以上
35.3%

18～64歳
50.9%
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２. 子育て支援に対する意識・ニーズ（平成１６年度実施） 

（１）就学前児童・小学生保護者の意識・ニーズ 

■実施概要■ 
x 就学前児童用、小学校児童用の２種類の調査票を作成し、両調査ともにプライバシー保護の

ために無記名方式により、旧町各々下記日程で調査を実施しました。 
旧芦北町：平成 16年 2 月 4 日～2月 13 日 

旧田浦町：平成 16年 2 月 6 日～2月 24 日 
 

x 就学前児童用については、町内に在住する０歳～５歳の就学前の子供をもつ保護者を調査対

象とし、保育所､幼稚園に入所(園)している児童の保護者については各施設を通して調査票の
配布､回収を行い､在宅児童については郵送により行いました。 

x 小学校児童用については、町内に在住する小学校１年生～６年生の子供をもつ保護者を調査

対象とし、調査票の配布､回収については､全て小学校を通して行いました｡ 
 

x 配布数・回答数は次のとおりです。 

配布数 有効回答数 有効回答率

就学前児童用 647　 469　 72.5％　 

小学校児童用 825　 769　 93.2％　  

 

 

 粋■■抜 
～①保育サービス～ 

保育サービスの利用希望（「利用したい」） 

平日 78.0 ％ 

土曜日（「ほぼ毎週」&「月 1～2日」） 59.9 ％ 

 

日曜日・祝日（「ほぼ毎週」&「月 1～2日」） 27.7 ％ 

保育サービスを利用したい主な理由 現在就労中（54.2%） 

平日の保育状況 

「家庭で保護者がみている」 34.5 ％  

「保育所」 72.6 ％ 
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～②放課後児童クラブ～ 
放課後児童クラブの利用希望（「利用したい」） 

平日 29.4 ％  

土曜日（「ほぼ毎週」&「月 1～2日」） 27.4 ％ 

 

 

～③子育て支援サービス～ 
 就学前児童の保護者 小学生児童の保護者 

認知状況 

「知らない」 

ファミリーサポートセンター

（81.9%） 

ファミリーサポートセンター

（79.8%） 

利用状況 

「利用したことがない」 

町が発行している子育て情報誌

（80.6%） 

保健センターの情報・相談サービス

（80.6%） 

利用意向 

「利用したい」 
児童館（60.8%） 児童館（40.3%） 

*)「知らない」「利用したことがない」「利用したい」について、最も回答率の高いサービス   

 

 

～④子育てについて～ 
 就学前児童の保護者 小学生児童の保護者 

不安感・負担感 

を感じる 
43.5 ％ 43.7 ％ 

最も悩んでいること 子供を叱りすぎに感じる（37.3%） 子供の教育（37.2%） 

充実してほしい 

施策 
子連れで楽しむ場の増設（67.0%） 子連れで楽しむ場の増設（47.1%） 
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○1 保育サービスについて 

ア.保育サービスの利用希望 

ア. 保育サービスの利用希望 

(ｱ) 平日の利用希望 

「利用したい」が 78.0％を占め、「利用希望はない」が 17.1％という結果となっています。

また、「利用したい」は３～５歳が 81.1％と最も高率で、次いで１～２歳の 77.1％となってい

ます。 

図(資料)-1 保育サービス等の利用希望 (平日)/n=667 

61.5

77.1

81.1

78.0

35.4

17.6

13.9

17.1

0% 25% 50% 75% 100%

０歳

１～２歳

３～５歳

計

利用したい 利用希望はない
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(ｲ) 土曜日の利用希望 

「ほぼ毎週利用したい」が 36.0％、「月１～２日利用したい」が 23.9％、「利用希望はない」

が 36.7％という結果になっています。また、「利用したい」はひとり親が 61.5％と最も高率で、

次いで三世代家族の 40.2％となっています。 

図(資料)-2 保育サービス等の利用希望 (土曜日)/n=469 

28.9

40.2

61.5

0.0

36.0

32.0

17.7

15.4

50.0

23.9

36.5

38.2

15.4

50.0

36.7

0% 25% 50% 75% 100%

核家族

三世代家族

ひとり親

その他

計

ほぼ毎週利用したい 月１～２日利用したい 利用希望はない
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(ｳ) 日曜日・祝日の利用希望 

「ほぼ毎週利用したい」が 3.6％、「月１～２日利用したい」が 24.1％、「利用希望はない」

が 68.4％という結果になっています。また、平日、土曜日と比べ回答率の高い「月１～２日利

用したい」についてみると、ひとり親が 46.2％と最も高率で、以下、核家族 23.9％、三世代家

族 23.2％の順となっています。 

図(資料)-3 保育サービス等の利用希望 (日曜日・祝日)/n=469 

2.5

3.5

23.1

0.0

3.6

23.9

23.2

46.2

0.0

24.1

71.1

68.5

23.1

100.0

68.4

0% 25% 50% 75% 100%

核家族

三世代家族

ひとり親

その他

計

ほぼ毎週利用したい 月１～２日利用したい 利用希望はない
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イ.保育サービス等を利用したい主な理由（平日） 

「現在就労中」が 54.2％と最も高率で、「就労意向あり」8.9％、「就労予定あり」4.3％、「未

就労だが利用したい」3.3％、「その他」2.4％と続いています。 

図(資料)-4 保育サービス等を利用したい主な理由 (平日)/n=369 

54.2

4.3

8.9

3.3

0.5

0.3

0.0

2.4

26.0

0% 25% 50% 75% 100%

現在就労中

就労予定あり

就労意向あり

未就労だが利用したい

家族等の介護が必要

病気や障害がある

学生・就学意向あり

その他

無回答

 
 

イ. 保育サービスの利用状況（平日） 

ウ.保育サービスの利用状況(平日) 

「保育所」が 72.6％と最も高率で、「家庭で保護者がみている」34.5％、「親族・知人がみてい

る」6.1％、「その他認可外保育施設」3.3％の順になっています。 

図(資料)-5 保育サービスの利用状況 (平日)/n=667〔重複回答〕 

34.5

6.1

72.6

1.6

0.4

3.3

1.6

0% 25% 50% 75% 100%

家庭で保護者がみている

親族・知人がみている

保育所

幼稚園

事業所内保育施設

その他認可外保育施設

無回答

 
註：「幼稚園」は旧芦北町のみの集計       
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○2放課後児童クラブについて 

ア.放課後児童クラブの利用希望 

(ｱ) 平日の利用希望 

「利用したい」が 29.4％、「利用希望はない」が 66.6％という結果になっています。また、「利

用したい」は４年生が 33.9％と最も高率で、１年生 32.7％、６年生 30.8％、３年生 30.6％と

続き、「利用希望はない」は２年生 69.9％、５年生 69.8％、６年生 66.3％の順に高率となって

います。 

図(資料)-6 平日の利用希望/n=1039 

32.7

25.6

30.6

33.9

30.8

29.4

64.6

69.9

65.9

63.5

69.8

66.3

66.6

21.9

0% 25% 50% 75% 100%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

計

利用したい 利用希望はない
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(ｲ) 土曜日の利用希望 

「ほぼ毎週利用したい」が 9.8％、「月１～２日利用したい」が 17.6％、「利用希望はない」

が 64.6％という結果になっています。また、「ほぼ毎週利用したい」は１年生が 14.3％と最も

高率で、３年生 12.9％、６年生 9.6％、５年生 8.9％と続き、「月１～２日利用したい」は４年

生 20.1％、２年生 19.9％、１年生 18.4％、３年生 17.6％の順に高率となっています。 

図(資料)-7 土曜日の利用希望/n=1039 

12.9

9.6

59.9

67.9

63.5

63.0

68.6

64.4

64.6

14.3

6.4

7.4

8.9

9.8

18.4

19.9

17.6

20.1

13.6

16.3

17.6

0% 25% 50% 75% 100%

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

計

ほぼ毎週利用したい 月１～２日利用したい 利用希望はない
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○3子育て支援サービスについて 

ウ. 子育て支援サービスの認知状況 

ア.子育て支援サービスの認知状況 

(ｱ)就学前児童の保護者 

『知っている』をみると、「児童館」が 74.8％と最も高率で、「保健センターの情報・相談サー

ビス」60.6％、「地域子育て支援センター」56.9％、「両親学級・育児学級(・母親学級)」56.1％、

「保育所や幼稚園の園庭等開放」51.2％、「つどいの広場」24.7％、「家庭児童相談室」20.7％

と続き、「ファミリーサポートセンター」が 8.7％で最も低率となっています。 

図(資料)-8 就学前児童の保護者の認知状況/n=469 

56.1

60.6

16.8

19.8

51.2

24.7

56.9

74.8

8.7

20.7

18.8

39.4

36.2

72.7

68.9

44.1

65.5

38.6

21.1

81.9

70.4

77.4

0% 25% 50% 75% 100%

両親学級・育児学級(・母親学級)

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等開放

つどいの広場

地域子育て支援センター

児童館

ファミリーサポートセンター

家庭児童相談室

町が発行している子育て情報誌

知っている 知らない

 
                                註：「両親学級・育児学級(・母親学級)」は、旧芦北町「両親学級・育児学級」及び 

旧田浦町「両親学級・育児学級・母親学級」の集計 
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(ｲ)小学生児童の保護者 

『知っている』をみると、「児童館」が 68.7％と最も高率で、「保健センターの情報・相談サー

ビス」53.8％、「保育所や幼稚園の園庭等開放」47.5％、「地域子育て支援センター」45.5％、「両

親学級・育児学級(・母親学級)」40.6％、「教育相談センター・教育相談室」31.3％と続き、「ファ

ミリーサポートセンター」が 8.1％で最も低率となっています。 

図(資料)-9 小学生児童の保護者の認知状況/n=769 

40.6

53.8

21.1

31.3

47.5

18.3

45.5

68.7

8.1

24.8

18.1

54.2

40.4

67.1

55.8

46.0

69.1

47.2

24.4

79.8

63.1

74.9

0% 25% 50% 75% 100%

両親学級・育児学級(・母親学級)

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等開放

つどいの広場

地域子育て支援センター

児童館

ファミリーサポートセンター

家庭児童相談室

町が発行している子育て情報誌

知っている 知らない

 
 



 

125 

 

イ.子育て支援サービスの利用状況 

(ｱ) 就学前児童の保護者 

『利用したことがある』をみると、「児童館」が 43.3％と最も高率で、「両親学級・育児学級(・

母親学級)」18.8％、「保育所や幼稚園の園庭等開放」18.1％、「地域子育て支援センター」15.8％、

「保健センターの情報・相談サービス」12.6％、「つどいの広場」7.9％、「町が発行している子

育て情報誌」5.5％と続き、「教育相談センター・教育相談室」「ファミリーサポートセンター」

が 0.4％で最も低率となっています。 

図(資料)-10 就学前児童の保護者の利用状況/n=469 

18.8

12.6

3.6

0.4

18.1

7.9

15.8

43.3

0.4

1.1

5.5

72.1

77.6

76.5

78.7

72.1

72.3

74.2

49.7

79.3

80.4

80.6

0% 25% 50% 75% 100%

両親学級・育児学級(・母親学級)

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等開放

つどいの広場

地域子育て支援センター

児童館

ファミリーサポートセンター

家庭児童相談室

町が発行している子育て情報誌

利用したことがある 利用したことがない
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(ｲ) 小学生児童の保護者 

『利用したことがある』をみると、「児童館」が 45.1％と最も高率で、「保育所や幼稚園の園

庭等開放」13.8％、「両親学級・育児学級(・母親学級)」9.9％、「保健センターの情報・相談サー

ビス」6.9％、「地域子育て支援センター」5.7％、「つどいの広場」4.6％と続き、「ファミリー

サポートセンター」は該当者なしとなっています。 

図(資料)-11 小学生児童の保護者の利用状況n=769 

9.9

6.9

4.2

1.2

13.8

4.6

5.7

45.1

0.0

1.6

4.0

77.1

80.6

73.2

76.1

73.1

71.7

80.2

45.1

77.4

75.6

79.5

0% 25% 50% 75% 100%

両親学級・育児学級(・母親学級)

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等開放

つどいの広場

地域子育て支援センター

児童館

ファミリーサポートセンター

家庭児童相談室

町が発行している子育て情報誌

利用したことがある 利用したことがない
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ウ.子育て支援サービスの利用意向 

(ｱ)就学前児童の保護者 

『利用したい』をみると、「児童館」が 60.8％と最も高率で、「保育所や幼稚園の園庭等開放」

47.1％、「町が発行している子育て情報誌」43.3％、「つどいの広場」34.3％、「保健センターの

情報・相談サービス」33.7％、「地域子育て支援センター」32.2％、「家庭教育に関する学級・

講座」27.3％と続き、「教育相談センター・教育相談室」が 18.3％で最も低率となっています。 

図(資料)-12 就学前児童の保護者の利用意向/n=469 

21.1

33.7

27.3

18.3

47.1

34.3

32.2

60.8

25.2

19.0

43.3

16.8

10.7

15.8

12.4

9.0

11.9

13.2

6.0

14.3

13.0

8.1

53.1

47.3

45.2

56.5

34.5

42.0

45.4

26.9

48.8

56.7

40.3

0% 25% 50% 75% 100%

両親学級・育児学級(・母親学級)

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等開放

つどいの広場

地域子育て支援センター

児童館

ファミリーサポートセンター

家庭児童相談室

町が発行している子育て情報誌

利用したい 利用したくない どちらともいえない
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(ｲ)小学生児童の保護者 

『利用したい』をみると、「児童館」が 40.3％と最も高率で、「町が発行している子育て情報

誌」25.1％、「保育所や幼稚園の園庭等開放」22.4％、「地域子育て支援センター」19.1％、「保

健センターの情報・相談サービス」19.0％、「つどいの広場」18.3％と続き、「両親学級・育児

学級・母親学級」」が 7.9％で最も低率となっています。 

図(資料)-13 小学生児童の保護者の利用意向/n=769 

7.9

19.0

17.8

15.1

22.4

18.3

19.1

40.3

10.3

12.4

25.1

31.3

18.7

19.6

17.8

27.2

18.9

18.7

14.3

24.8

20.8

17.0

48.0

49.7

45.4

49.4

37.5

45.5

48.9

34.9

48.8

50.7

43.8

0% 25% 50% 75% 100%

両親学級・育児学級(・母親学級)

保健センターの情報・相談サービス

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等開放

つどいの広場

地域子育て支援センター

児童館

ファミリーサポートセンター

家庭児童相談室

町が発行している子育て情報誌

利用したい 利用したくない どちらともいえない
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○4子育てについて 

ア.子育てに関する不安感・負担感 

(ｱ)就学前児童の保護者 

「非常に感じる」が 5.1％、「何となく感じる」が 38.4％であり、両者を合わせると 43.5％が

『感じる』と回答しています。また、「あまり感じない」は 39.7％、「全く感じない」は 6.2％

となっています。 

 

図(資料)-14 就学前児童の保護者/n=469 

5.1

38.4

39.7

6.2

9.6

1.1

0% 25% 50% 75% 100%

非常に感じる

何となく感じる

あまり感じない

全く感じない

何ともいえない

無回答

 

 

(ｲ)小学生児童の保護者 

「非常に感じる」が 5.9％、「何となく感じる」が 37.8％であり、両者を合わせると 43.7％が

『感じる』と回答しています。また、「あまり感じない」は 33.9％、「全く感じない」は 7.4％

となっています。 

 

図(資料)-15 小学生児童の保護者/n=769 

5.9

37.8

33.9

7.4

13.0

2.0

0% 25% 50% 75% 100%

非常に感じる

何となく感じる

あまり感じない

全く感じない

何ともいえない

無回答
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イ.子育てについて悩んでいること 

(ｱ)就学前児童の保護者 

「子供を叱りすぎに感じる」が 37.3％と最も高率で、以下、「病気や発育・発達」35.2％、「子

供との時間がとれない」32.4％、「食事や栄養」30.9％、「子供の教育」27.7％、「仕事等が十分

にできない」25.8％、「友達づきあい」17.7％の順となっており、9.6％が「特にない」と回答

しています。 

図(資料)-16 就学前児童の保護者/n=469〔重複回答〕 

35.2

30.9

5.1

10.7

32.4

6.2

25.8

27.7

17.7

3.2

12.4

5.5

7.5

4.1

37.3

7.9

4.7

4.7

9.6

1.5

0% 25% 50% 75% 100%

病気や発育・発達

食事や栄養

育児方法

子供との接し方

子供との時間がとれない

話し相手・相談相手なし

仕事等が十分にできない

子供の教育

友達づきあい

登園拒否等

配偶者等の協力が少ない

配偶者等と意見不一致

周りの目が気になる

配偶者以外の援助者不在

子供を叱りすぎに感じる

手をあげたりすること等

子育てサービスが不明

その他

特にない

無回答
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(ｲ)小学生児童の保護者 

「子供の教育」が 37.2％と最も高率で、以下、「子供との時間がとれない」29.0％、「子供を

叱りすぎに感じる」28.3％、「友達づきあい」27.4％、「食事や栄養」22.4％、「病気や発育・発

達」18.2％、「特にない」15.9％の順となっています。 

図(資料)-17 小学生児童の保護者/n=769〔重複回答〕 

18.2

22.4

2.0

8.5

29.0

4.4

11.3

37.2

27.4

4.4

11.1

5.3

3.8

2.5

28.3

4.2

3.6

3.1

15.9

3.3

0% 25% 50% 75% 100%

病気や発育・発達

食事や栄養

育児方法

子供との接し方

子供との時間がとれない

話し相手・相談相手なし

仕事等が十分にできない

子供の教育

友達づきあい

不登校等

配偶者等の協力が少ない

配偶者等と意見不一致

周りの目が気になる

配偶者以外の援助者不在

子供を叱りすぎに感じる

手をあげたりすること等

子育てサービスが不明

その他

特にない

無回答
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ウ.子育てに関する情報の入手先 

（ｱ）就学前児童の保護者 

「親族」が 71.0％と最も高率で、以下、「隣近所の人・知人・友人」66.7％、「保育所・幼稚

園・学校」53.3％、「子育て雑誌・育児書」33.0％、「テレビ・ラジオ・新聞」32.0％、「町の広

報等」14.7％と続いています。また、1.1％が「入手先がない」、0.6％が「入手手段がわからな

い」と回答しています。 

図(資料)-18 就学前児童の保護者/n=469〔重複回答〕 

71.0

66.7

4.7

53.3

6.8

14.7

32.0

33.0

3.8

0.4

1.3

1.1

0.6

1.3

0% 25% 50% 75% 100%

親族

隣近所の人・知人・友人

子育てサークルの仲間

保育所・幼稚園・学校

町役場や町の機関

町の広報等

テレビ・ラジオ・新聞

子育て雑誌・育児書

インターネット

コミュニティー誌

その他

入手先がない

入手手段がわからない

無回答
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(ｲ)小学生児童の保護者 

「隣近所の人・知人・友人」が 66.7％と最も高率で、以下、「親族」58.3％、「テレビ・ラジ

オ・新聞」34.2％、「保育所・幼稚園・学校」33.6％、「子育て雑誌・育児書」16.4％、「町の広

報等」11.2％と続いています。また、1.3％が「入手先がない」、0.9％が「入手手段がわからな

い」と回答しています。 

図(資料)-19 小学生児童の保護者/n=769〔重複回答〕 

58.3

66.7

1.6

33.6

5.2

11.2

34.2

16.4

1.7

0.5

2.3

1.3

0.9

5.1

0% 25% 50% 75% 100%

親族

隣近所の人・知人・友人

子育てサークルの仲間

保育所・幼稚園・学校

町役場や町の機関

町の広報等

テレビ・ラジオ・新聞

子育て雑誌・育児書

インターネット

コミュニティー誌

その他

入手先がない

入手手段がわからない

無回答
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エ.子育て支援について充実して欲しい施設 

(ｱ)就学前児童の保護者 

「子連れで楽しむ場の増設」が 67.0％と最も高率で、以下、「保育所等費用負担の軽減」59.5％、

「医療機関の体制整備」47.1％、「親子が集まれる場や機会」32.0％、「ＮＰＯ等によるサービ

ス」「企業への改善の働きかけ」16.8％、「育児相談や情報入手の場」14.1％、「育児を学べる機

会の提供」11.1％の順となっています。また、3.8％が「特にない」と回答しています。 

図(資料)-20 就学前児童の保護者/n=469〔重複回答〕 

32.0

67.0

14.1

3.4

4.3

59.5

16.8

47.1

9.4

16.8

11.1

6.4

3.8

3.2

0% 25% 50% 75% 100%

親子が集まれる場や機会

子連れで楽しむ場の増設

育児相談や情報入手の場

保育所の増設

幼稚園の増設

保育所等費用負担の軽減

ＮＰＯ等によるサービス

医療機関の体制整備

住宅面の配慮

企業への改善の働きかけ

育児を学べる機会の提供

その他

特にない

無回答
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(ｲ)小学生児童の保護者 

「子連れで楽しむ場の増設」が 47.1％と最も高率で、以下、「医療機関の体制整備」44.3％、

「親子が集まれる場や機会」29.9％、「保育所等費用負担の軽減」29.4％、「育児相談や情報入

手の場」19.5％、「企業への改善の働きかけ」18.5％、「育児を学べる機会の提供」11.7％、「特

にない」9.9％の順となっています。 

図(資料)-21 小学生児童の保護者/n=769〔重複回答〕 

29.9

47.1

19.5

0.8

2.5

29.4

9.2

44.3

8.8

18.5

11.7

3.4

9.9

4.9

0% 25% 50% 75% 100%

親子が集まれる場や機会

子連れで楽しむ場の増設

育児相談や情報入手の場

保育所の増設

幼稚園の増設

保育所等費用負担の軽減

ＮＰＯ等によるサービス

医療機関の体制整備

住宅面の配慮

企業への改善の働きかけ

育児を学べる機会の提供

その他

特にない

無回答
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（２）母親・父親の子育てに関する意識・ニーズ 

■実施概要■ 
x 母親、父親の２種類の調査票を作成し、両調査ともにプライバシー保護のために無記名方式

により、平成 16 年２月に調査を実施しました。 
x 両調査ともに、町内に在住する就学前児童あるいは小学校児童を持つ母親、父親を調査対象

としました。 
x 配布数・回答数は次のとおりです。 

配布数 有効回答数 有効回答率

母親用 170　 149　 87.6％　 

父親用 170　 143　 84.1％　  

 

 

 

■抜 粋■ 
～①子育てについて～ 
 母 親 父 親 

子育ての楽しさと辛さの度合 

「いつも楽しい」&「楽しい方が多い」 
69.1 ％ 75.5 ％ 

子育てで最もよかったこと 
子どもから学ぶことが多い 

（93.3 %） 

家族との会話が弾むように

なった（85.3 %） 

自分の活動で優先していること 母 親 父 親 

現実の優先事項 
仕事等と育児は同等 

（29.5%） 

仕事等自分の活動に専念 

（39.2%） 

 

希望する優先事項 
仕事等自分の活動に専念 

（36.9%） 

仕事等と育児は同等 

（35.0%） 

子育てへのかかわり方の認識 母 親 父 親 

本人 

「十分である」&「ある程度十分」 
87.2 ％ 63.6 ％ 

 

配偶者等 

「十分である」&「ある程度十分」 
父親への評価 61.1 ％ 母親への評価 87.4 ％ 
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～②子育て支援サービスについて～ 
 母 親 父 親 

保育サービスに最も期待すること 
子どもの病気時の対応

（57.7%） 

子どもの病気時の対応

（39.2%） 

保育以外の支援サービスに最も期待する 

こと 

遊ばせる場等の提供

（53.7%） 

遊ばせる場等の提供

（51.0%） 

 

～③仕事と子育ての両立について～ 
 母 親 父 親 

子育てをしながら働く上で最も問題と 

なっていること 

体力・時間的な困難

（43.4%） 

子育ての時間が足りない

（38.1%） 

 

 

○1子育てについて 
ア.子育ての楽しさと辛さの度合い 

ア. 子育ての楽しさと辛さの度合い 

母親の回答としては、「楽しいほうが多い」が最も高率で 61.1％、次いで「楽しさと辛さが同

じ位」の 28.2％となっています。 

父親の回答としては、「楽しいほうが多い」が最も高率で 58.0％、次いで「楽しさと辛さが同

じ位」の 22.4％となっています。 

図(資料)-22 子育ての楽しさと辛さの度合い 

いつも楽しい

楽しいほうが多い

楽しさと辛さが同じ位

辛いほうが多い

いつも辛い

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

8.1%

61.1%

28.2%

2.0%

0.0%

0.7%

0%25%50%75%100%

<父親>

17.5%

58.0%

22.4%

0.7%

0.0%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%
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イ.子育てでよかったこと 

(ｱ) 家族との会話が弾むようになった 

母親の回答としては、「そう思う」が最も高率で 55.7％、次いで「ややそう思う」の 34.2％

となっています。 

父親の回答としては、「そう思う」が最も高率で 49.0％、次いで「ややそう思う」の 36.4％

となっています。 

図(資料)-23 家族との会話が弾むようになった 

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そうは思わない

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

55.7%

34.2%

8.1%

0.7%

1.3%

0%25%50%75%100%

<父親>

49.0%

36.4%

10.5%

2.8%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

 

 

(ｲ) 配偶者等との信頼が深まった 

母親の回答としては、「そう思う」が最も高率で 36.2％、次いで「ややそう思う」の 32.9％

となっています。 

父親の回答としては、「そう思う」が最も高率で 39.9％、次いで「ややそう思う」の 37.1％

となっています。 

図(資料)-24 配偶者等との信頼が深まった 

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そうは思わない

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

36.2%

32.9%

23.5%

2.0%

5.4%

0%25%50%75%100%

<父親>

39.9%

37.1%

17.5%

3.5%

2.1%

0% 25% 50% 75% 100%
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(ｳ) 子供を通じて付き合いが広がった 

母親の回答としては、「そう思う」が最も高率で 49.7％、次いで「ややそう思う」の 36.9％

となっています。 

父親の回答としては、「ややそう思う」が最も高率で 35.7％、次いで「そう思う」の 28.7％

となっています。 

図(資料)-25 子供を通じて付き合いが広がった 

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そうは思わない

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

49.7%

36.9%

9.4%

2.7%

1.3%

0%25%50%75%100%

<父親>

28.7%

35.7%

25.9%

8.4%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

 

 

(ｴ) 経験が仕事・趣味等に役立った 

母親の回答としては、「あまりそう思わない」が最も高率で 36.9％、次いで「ややそう思う」

の 30.2％となっています。 

父親の回答としては、「あまりそう思わない」が最も高率で 38.5％、次いで「ややそう思う」

の 36.4％となっています。 

図(資料)-26 経験が仕事・趣味等に役立った 

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そうは思わない

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

21.5%

30.2%

36.9%

9.4%

2.0%

0%25%50%75%100%

<父親>

10.5%

36.4%

38.5%

13.3%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%
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(ｵ) 子どもから学ぶことが多い 

母親の回答としては、「そう思う」が最も高率で 56.4％、次いで「ややそう思う」の 36.9％

となっています。 

父親の回答としては、「ややそう思う」が最も高率で 49.7％、次いで「そう思う」の 33.6％

となっています。 

図(資料)-27 子どもから学ぶことが多い 

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そうは思わない

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

56.4%

36.9%

5.4%

0.0%

1.3%

0%25%50%75%100%

<父親>

33.6%

49.7%

12.6%

2.8%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

 

 

(ｶ) 自分をかけがえなく思えた 

母親の回答としては、「そう思う」が最も高率で 52.3％、次いで「ややそう思う」の 28.2％

となっています。 

父親の回答としては、「そう思う」が最も高率で 49.0％、次いで「ややそう思う」の 32.9％

となっています。 

図(資料)-28 自分をかけがえなく思えた 

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そうは思わない

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

52.3%

28.2%

15.4%

0.7%

3.4%

0%25%50%75%100%

<父親>

49.0%

32.9%

13.3%

2.8%

2.1%

0% 25% 50% 75% 100%
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ウ.子育て、仕事や趣味等自分の活動における優先状況 

(ｱ)自分の活動における現実の優先状況  

母親の回答としては、「仕事等と育児は同等」が最も高率で 29.5％、次いで「どちらかといえ

ば育児等」の 27.5％となっています。 

父親の回答としては、「仕事等自分の活動に専念」が最も高率で 39.2％、次いで「どちらかと

いえば仕事等」の 27.3％となっています。 

図(資料)-29 自分の活動における現実の優先状況 

仕事等自分の活動に専念

どちらかといえば仕事等

仕事等と育児は同等

どちらかといえば育児等

家事や育児に専念

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

18.1%

17.4%

29.5%

27.5%

3.4%

4.0%

0%25%50%75%100%

<父親>

39.2%

27.3%

23.1%

5.6%

0.0%

4.9%

0% 25% 50% 75% 100%
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(ｲ)自分の活動で希望する優先状況 

母親の回答としては、「仕事等自分の活動に専念」が最も高率で 36.9％、次いで「仕事等と育

児は同等」の 30.2％となっています。 

父親の回答としては、「仕事等と育児は同等」が最も高率で 35.0％、次いで「仕事等自分の活

動に専念」の 28.0％となっています。 

図(資料)-30 自分の活動で希望する優先状況 

仕事等自分の活動に専念

どちらかといえば仕事等

仕事等と育児は同等

どちらかといえば育児等

家事や育児に専念

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

36.9%

6.0%

30.2%

16.1%

3.4%

7.4%

0%25%50%75%100%

<父親>

28.0%

11.9%

35.0%

10.5%

0.7%

14.0%

0% 25% 50% 75% 100%
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エ.子育てへのかかわり認識 

(ｷ) 本人の認識  

母親の回答としては、「ある程度十分である」が最も高率で 53.7％、次いで「十分である」の

33.6％となっています。 

父親の回答としては、「ある程度十分である」が最も高率で 45.5％、次いで「あまり十分でな

い」の 31.5％となっています。 

図(資料)-31 本人の認識 

十分である

ある程度十分である

あまり十分でない

不十分である

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

33.6%

53.7%

8.1%

1.3%

3.4%

0%25%50%75%100%

<父親>

18.2%

45.5%

31.5%

3.5%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

 

 

(ｸ) 配偶者等に対する認識 

母親の回答としては、「ある程度十分である」が最も高率で 42.3％、次いで「あまり十分でな

い」の 26.2％となっています。 

父親の回答としては、「十分である」が最も高率で 51.7％、次いで「ある程度十分である」の

35.7％となっています。 

図(資料)-32 配偶者等に対する認識 

十分である

ある程度十分である

あまり十分でない

不十分である

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

18.8%

42.3%

26.2%

3.4%

9.4%

0%25%50%75%100%

<父親>

51.7%

35.7%

7.7%

0.7%

4.2%

0% 25% 50% 75% 100%
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○2子育て支援サービスについて 

イ. 保育サービスに期待すること 

ア.保育サービスに期待すること 

母親の回答としては、「子どもの病気時の対応」が最も高率で 57.7％、次いで「長時間就労対

応」36.9％、「残業等急な予定変更対応」28.2％の順となっています。  

父親の回答としては、「子どもの病気時の対応」が最も高率で 39.2％、次いで「長時間就労対

応」35.0％、「残業等急な予定変更対応」33.6％の順となっています。 

図(資料)-33 保育サービスに期待すること 

長時間就労対応

短時間・不規則就労対応

残業等急な予定変更対応

子どもの病気時の対応

家庭同様くつろげる環境

幼稚園と同様の教育

個人の発育に対応の保育

親の精神的なサポート

子どもの栄養・健康管理

利用者ネットワーク支援

その他

特にない

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

36.9%

19.5%

28.2%

57.7%

17.4%

13.4%

22.1%

8.1%

18.8%

2.0%

0.7%

3.4%

2.0%

0%25%50%75%100%

<父親>

35.0%

25.2%

33.6%

39.2%

25.2%

8.4%

23.8%

4.9%

20.3%

3.5%

0.0%

9.8%

3.5%

0% 25% 50% 75% 100%
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イ.保育以外の子育て支援サービスに期待すること 

母親の回答としては、「遊ばせる場等の提供」が最も高率で 53.7％、次いで「親の不安や悩み

の相談」31.5％、「親のリフレッシュ」28.9％の順となっています。 

父親の回答としては、「遊ばせる場等の提供」が最も高率で 51.0％、次いで「総合的な支援情

報提供」23.8％、「特にない」21.7％の順となっています。 

図(資料)-34 保育以外の子育て支援サービスに期待すること 

親の不安や悩みの相談

総合的な支援情報提供

地域ネットワーク支援

子育てノウハウの研修

発育等プログラム提供

遊ばせる場等の提供

親のリフレッシュ

父親育児参加意識啓発

その他

特にない

無回答

(n=149) (n=143)

<母親>

31.5%

24.8%

8.1%

8.7%

14.1%

53.7%

28.9%

26.2%

0.0%

8.7%

5.4%

0%25%50%75%100%

<父親>

17.5%

23.8%

11.9%

10.5%

16.8%

51.0%

16.1%

9.1%

0.0%

21.7%

7.0%

0% 25% 50% 75% 100%
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○3 仕事と子育ての両立について 

母親の回答としては、「体力・時間的な困難」が最も高率で 43.4％、次いで「子育ての時間が

足りない」40.6％、「休み取りにくく残業多い」21.7％の順となっています。 

父親の回答としては、「子育ての時間が足りない」が最も高率で 38.1％、次いで「休み取りに

くく残業多い」27.0％、「体力・時間的な困難」「特に問題はない」22.2％の順となっています。 

図(資料)-35 仕事と子育ての両立について 

子育ての時間が足りない

上司等の子育ての無理解

体力・時間的な困難

通勤時間が長い

昇進や昇給に不利

休み取りにくく残業多い

転勤がある

子の病気等に職場不対応

預けられる保育施設なし

緊急時対応保育施設なし

保育サービスに金かかる

配偶者等の無理解

配偶者外の家族の無理解

その他

特に問題はない

無回答

(n=106) (n=126)

<母親>

40.6%

5.7%

43.4%

3.8%

0.9%

21.7%

1.9%

19.8%

1.9%

15.1%

8.5%

5.7%

1.9%

2.8%

17.0%

1.9%

0%25%50%75%100%

<父親>

38.1%

4.8%

22.2%

10.3%

4.0%

27.0%

4.0%

10.3%

0.0%

7.9%

17.5%

1.6%

3.2%

1.6%

22.2%

8.7%

0% 25% 50% 75% 100%
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（３）中高生の将来意識 

■実施概要■ 
x 町内に在住する中学生及び高校生を抽出して調査対象としました。また、プライバシー保護

のために無記名方式としました。 
x 調査は平成 16 年２月に実施しました。 
x 配布数・回答数は次のとおりです。 

配布数 有効回答数 有効回答率

280　 262　 93.6％　  

 

 

■抜 粋■ 
～①仕事について～ 
 男 性 女 性 

仕事に対するイメージ 
お 金 を か せ げ る

（38.7%） 

お 金 を か せ げ る

（43.3%） 

仕事についての希望 
能力を発揮できる

（75.7%） 

能 力を発揮できる

（86.0%） 

 

～②結婚について～ 
 男 性 女 性 

結婚の意思 

「ぜひ結婚したい」&「できれば結婚したい」 
65.8 ％ 76.0 ％ 

 

～③子どもをもつことについて～ 
 男 性 女 性 

子どもを持つ希望 

「ぜひほしい」&「できればほしい」 
77.5 ％ 78.0 ％ 

 

～④将来の居住意向～ 
 男 性 女 性 

大人になっても生活しつづけたい 

「そう思う」&「おおむね思う」 
30.6 ％ 13.3 ％ 
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○1仕事について 

ア.仕事に対するイメージ 

「お金をかせげる」が 41.2％(男性 38.7％、女性 43.3％)と最も高率で、「やりがい・夢の実

現」27.1％(男性 28.8％、女性 26.0％)、「色々経験できる」9.9％(男性 8.1％、女性 11.3％)、

「大変そうである」9.2％(男性 10.8％、女性 8.0％)の順となっています。 

図(資料)-36 仕事に対するイメージ/男性 n=111,女性 n=150 

38.7

28.8

8.1

1.8

5.4

10.8

1.8

2.7

1.8

0.0

43.3

26.0

11.3

0.7

1.3

8.0

5.3

0.7

2.7

0.7

0% 25% 50% 75% 100%

お金をかせげる

やりがい・夢の実現

色々経験できる

親等の期待に応える

働くのは当たり前である

大変そうである

自由な時間が少なくなる

その他

わからない

無回答

男性 女性

 
 

 



 

149 

イ.仕事についての希望 

「能力を発揮できる」が 81.3％(男性 75.7％、女性 86.0％)と最も高率で、「収入が高い」61.8％

(男性 64.0％、女性 60.7％)、「失業の不安がない」48.9％(男性 47.7％、女性 50.0％)と続いて

います。また、「できれば働きたくない」は 2.3％(男性 2.7％、女性 2.0％)となっています。 

図(資料)-37 仕事についての希望/男性 n=111,女性 n=150〔重複回答〕 

75.7

64.0

47.7

8.1

8.1

12.6

1.8

7.2

2.7

4.5

0.0

86.0

60.7

50.0

2.0

2.0

9.3

4.0

4.7

2.0

0.7

0.7

0% 25% 50% 75% 100%

能力を発揮できる

収入が高い

失業の不安がない

自分で会社をおこす

親の仕事を継ぐ

自由なアルバイト等

幾つかの職を経験する

仕事はほどほどにする

できれば働きたくない

わからない

無回答

男性 女性
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○2結婚について 

ア. 結婚の意思 

「ぜひ結婚したい」が 36.3％、「できれば結婚したい」が 35.1％で、両者を合わせると 71.4％

が『したい』と回答しており、「できれば結婚したくない」は 4.2％、「結婚はしたくない」は

3.4％となっています。性別にみると、『したい』は男性 65.8％、女性 76.0％と女性のほうが高

率となっています。 

図(資料)-38 結婚の意思/男性 n=111,女性 n=150 

36.3

34.2

38.0

35.1

31.5

38.0

4.2

4.5

4.0

3.4

2.7

4.0

20.2

27.0

15.3

0.8

0.0

0.7

0% 25% 50% 75% 100%

総数

男性

女性

ぜひ結婚したい できれば結婚したい できれば結婚したくない

結婚はしたくない わからない 無回答
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イ. 結婚に対するイメージ 

「好きな人とずっと一緒」が 66.4％(男性 66.7％、女性 66.7％)と他を大きく上回り、「子ど

もを持てる」47.3％(男性 43.2％、女性 50.7％)、「家事が大変そう」23.7％(男性 9.9％、女性

34.0％)、「親から独立できる」21.4％(男性 29.7％、女性 15.3％)、「精神的、経済的安定」21.0％

(男性 28.8％、女性 15.3％)の順となっています。 

図(資料)-39 結婚に対するイメージ/男性 n=111,女性 n=150〔重複回答〕 

66.7

28.8

43.2

29.7

6.3

9.9

13.5

9.9

16.2

0.9

5.4

9.9

0.9

66.7

15.3

50.7

15.3

2.7

14.0

10.7

34.0

18.7

3.3

12.0

4.0

0.7

0% 25% 50% 75% 100%

好きな人とずっと一緒

精神的、経済的安定

子どもを持てる

親から独立できる

家事が楽など生活で便利

親を喜ばすことができる

時間やお金の使用不自由

家事が大変そう

子育てが大変そう

他人と家庭築くのは面倒

相手家族等付き合い面倒

わからない

無回答

男性 女性
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○3子供を持つことについて 
ア.子どもを持つ希望 

「ぜひほしい」が 35.9％、「できればほしい」が 41.6％で、両者を合わせると 77.5％が『ほ

しい』と回答しています。性別にみると、『ほしい』は男性 77.5％、女性 78.0％とほぼ同率に

なっています。 

図(資料)-40 子どもを持つ希望/男性 n=111,女性 n=150 

35.9

35.1

36.7

41.6

42.3

41.3

4.6

6.0

3.4

4.7

12.2

15.3

10.0

2.3

2.7

1.3

2.7 1.8

0% 25% 50% 75% 100%

総数

男性

女性

ぜひほしい できればほしい あまりほしくない ほしくない わからない 無回答  
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イ.子どもを持つことへの意識 

「幸福感を持てる」が 66.0％(男性 63.1％、女性 68.7％)と最も高率で、「子育てで人間とし

て成長」40.1％(男性 38.7％、女性 41.3％)、「老後が安心である」21.0％(男性 22.5％、女性

20.0％)、「子どもを持つことは当然」18.7％(男性 27.9％、女性 12.0％)、「お金や手間等の負

担大」16.0％(男性 15.3％、女性 16.7％)と続いています。 

図(資料)-41 子どもを持つことへの意識/男性 n=111,女性 n=150〔重複回答〕 

27.9

63.1

38.7

7.2

10.8

15.3

0.9

9.9

4.5

8.1

6.3

12.0

41.3

4.7

14.0

16.7

3.3

16.0

1.3

3.3

5.3

22.5

68.7

20.0

0% 25% 50% 75% 100%

子どもを持つことは当然

幸福感を持てる

老後が安心である

子育てで人間として成長

親の期待にこたえられる

自由な時間がなくなる

お金や手間等の負担大

わずらわしい

社会環境悪化で将来心配

その他

特に思わず、わからない

無回答

男性 女性
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○4将来の居住意向 
「思う」が 7.3％、「おおむね思う」が 13.4％であり、両者を合わせると 20.6％(男性 30.6％、

女性 13.3％)が『思う』と回答しています。 

図(資料)-42 大人になっても芦北町で生活し続けたい/男性 n=111,女性 n=150 

13.5

2.7

7.3

17.1

10.7

13.4

36.9

36.7

36.6

17.1

22.7

20.2

15.3

26.7

21.8

0.0

0.7

0.8

0% 25% 50% 75% 100%

男性

女性

計

思う おおむね思う どちらともいえない あまり思わない 思わない 無回答  
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３. 委員名簿・計画策定委員会の開催状況 

平成１６年度芦北町次世代育成支援行動計画策定委員名簿 

（委員名順不同） 
区 分 氏  名 所属団体名（役職名） 
会 長 元 山 秀 志 小田浦小学校 PTA会長 
副会長 澁 谷 百 錬 社会福祉法人 同朋会 淳光育児園（園長） 
委 員 本 村 憲 裕 社会福祉法人 千隆福祉会 吉尾保育園（園長） 
委 員 村 上 美 子 社会福祉法人 将友会 芦北保育園（副園長） 
委 員 宮 本 タマヨ 社会福祉法人 将友会 計石保育園（園長） 
委 員 福 浦 保 代 育児園 すくすく（園長） 
委 員 江 口 ヒロ子 芦北町立佐敷幼稚園（園長） 
委 員 高 峰 峯 子 芦北町立湯浦第 1保育所（所長） 
委 員 永 野 ゆき子 芦北町立湯浦第２保育所（所長） 
委 員 徳 尾 理恵子 芦北町立大野保育所（所長） 
委 員 久 野 京 子 芦北町立田浦保育所（所長） 
委 員 大 崎 修 一 芦北町民生児童委員協議会（前児童青少年育成部会長） 
委 員 宇ノ木 粹 子 芦北町民生児童委員協議会（主任児童委員） 
委 員 山 口   等 芦北町民生児童委員協議会（主任児童委員） 
委 員 峯   良 子 芦北町民生児童委員協議会（主任児童委員） 
委 員 宮 本 達 也 田浦小学校 PTA会長 
委 員 田 中 正 文 海浦小学校 PTA会長 
委 員 立 丸 由美子 芦北町立児童館（児童厚生員） 
委 員 竹 下 美 保 芦北町立東部保健センター（保健師） 
委 員 永 田 光 洋 芦北町教育課（審議員） 
委 員 岩 本 秀 人 芦北町教育委員会教育課（課長補佐兼総務係長） 
委 員 上 村 敏 継 芦北学園発達医療センター（児童コーディネーター） 
委 員 山 田 和 治 芦北町社会福祉協議会（業務課長） 
委 員 太 田 勝 幸 芦北町社会福祉協議会（田浦支所長） 
委 員 江 口 昌 子 子育てサークル デコポンキッズ 
委 員 福 田 由 佳 子育てサークル デコポンキッズ 
委 員 大 濱 順 和 熊本県芦北福祉事務所（保健福祉係長） 
委 員 坂 本   彰 熊本県芦北教育事務所（指導主任） 
委 員 濱 崎   猛 芦北町福祉課（課長） 
※事務局 福祉課児童家庭福祉係 福田、黒田、大田 
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計画策定委員会の開催状況 

 

芦北町次世代育成支援地域協議会 

 

第 1 回 平成 16 年 6月 16 日（水）15：00～16：50 

内容：委嘱状交付 

   次世代育成支援対策推進法の概要説明 

   現状把握のためのヒアリングシート記入のお願い 

   質疑 

 

第 2 回 平成 17 年 2月 9 日（水）14：00～16：00 

内容：次世代育成支援行動計画（素案）概要説明 

   素案に対する意見聴取 

 

第 3 回 平成 17 年 3月 14 日（月）14：00～ 

内容：次世代育成支援行動計画（最終案）概要説明 

   素案の承認 
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４. 児童人口推計 

■推計方法■ 
x 住民基本台帳（平成 17 年～平成 21 年の各 4 月１日時点）の実績値を使用し、コーホート変

化率法を用い推計しました｡  

x ０～17 歳児童の平成 22～26年度における年齢別推計人口は次のとおりです｡ 

表（資料）－１年齢別児童人口推計  

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 
年度齢 

児童人口 構成比 児童人口 構成比 児童人口 構成比 児童人口 構成比 児童人口 構成比 

合 計 2,716 13.4% 2,642  13.3% 2,557 13.0% 2,477 12.8% 2,413  12.7% 

０歳 118 0.6% 115  0.6% 112 0.6% 107 0.6% 104  0.5% 

１歳 133 0.7% 121  0.6% 118 0.6% 115 0.6% 110  0.6% 

２歳 143 0.7% 132  0.7% 120 0.6% 117 0.6% 114  0.6% 

３歳 113 0.6% 148  0.7% 137 0.7% 124 0.6% 121  0.6% 

４歳 134 0.7% 112  0.6% 147 0.7% 136 0.7% 123  0.6% 

５歳 117 0.6% 133  0.7% 111 0.6% 146 0.8% 135  0.7% 

小 計 758 3.7% 761  3.8% 745 3.8% 745 3.9% 707  3.7% 

６歳 151 0.7% 118  0.6% 134 0.7% 112 0.6% 148  0.8% 

７歳 124 0.6% 150  0.8% 117 0.6% 133 0.7% 111  0.6% 

８歳 162 0.8% 122  0.6% 149 0.8% 115 0.6% 131  0.7% 

９歳 152 0.7% 163  0.8% 123 0.6% 151 0.8% 116  0.6% 

１０歳 144 0.7% 151  0.8% 162 0.8% 122 0.6% 151  0.8% 

１１歳 135 0.7% 146  0.7% 153 0.8% 164 0.8% 124  0.7% 

小 計 868 4.3% 850  4.3% 838 4.3% 797 4.1% 781  4.1% 

１２歳 168 0.8% 136  0.7% 147 0.7% 154 0.8% 165  0.9% 

１３歳 157 0.8% 167  0.8% 135 0.7% 146 0.8% 153  0.8% 

１４歳 175 0.9% 158  0.8% 168 0.9% 136 0.7% 147  0.8% 

１５歳 193 1.0% 175  0.9% 158 0.8% 168 0.9% 136  0.7% 

１６歳 202 1.0% 191  1.0% 173 0.9% 156 0.8% 166  0.9% 

１７歳 195 1.0% 204  1.0% 193 1.0% 175 0.9% 158  0.8% 

小 計 1,090 5.4% 1,031  5.2% 974 5.0% 935 4.8% 925  4.9% 

芦北町人口総計 20,303 100.0% 19,939  100.0% 19,675 100.0% 19,329 100.0% 18,996  100.0% 

  ※構成比は、端数処理の関係で小計の数値が合わない場合があります。 
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図(資料)-１ 平成 26年度推計値における人口構成 
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５. 新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等のニーズ（平成２０年度実施） 

（１）就学前児童（０歳～５歳）・就学児童（６歳～９歳）の意識・ニーズ 

■実施概要■ 
x 就学前児童用、就学児童用（６歳～９歳）の２種類の調査票を作成し、両調査ともにプライ

バシー保護のために無記名方式により、下記日程で調査を実施しました。 
芦北町：平成 20 年 9月 1 日～9月 30日 
 

x 就学前児童用については、町内に在住する 0歳～5歳の就学前の子供をもつ保護者を調査対象
とし、保育所に入所(園)している児童の保護者については各施設を通して調査票の配布を行い
回収については郵送で行いました。また、在宅児童・幼稚園については郵送により行いました。 

x 小学校児童用（6歳～9歳）については、町内に在住する小学校１年生～３年生の子供をもつ
保護者を調査対象とし、調査票の配布､回収については､全て郵送で行いました｡ 
 

x 配布数・回答数は次のとおりです。 
  配布数 回答数 回答率 

就学前児童用 563 人 355 人 63.1% 

就学児童用  490 人 298 人 60.8% 

 粋■■抜 
保育等のニーズ調査 
（就学前児童用０歳～５歳）（注）端数調整により１００％にならないことがあります。単位：人、％ 

○1家族とお子さんの状況について 
（ア）子どもは何人いますか  

   人 １ ２ ３ ４ ５ 未記入 計 

世帯数 97 145 87 20 4 2 355 

比率％ 27.3 40.8 24.5 5.6 1.1  0.6 100 

 

また、２人以上いる場合の末の子の年齢は 

  歳 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 未記入 計 

世帯数 48 43 44 30 45 32 11 3 256 

比率％ 18.8 

6 
16.8 17.2 11.7 17.6 12.5 4.3 1.2 100 

 
  （イ）お子さんとの同居・近居 

    （複数回答：回答世帯３５５人） 

  父同居 母同居 祖父同 祖 母 同 祖父近 祖母近 その他 

世帯数 319 348 118 146 152 166 41 

割合％ 89.9 98.0 33.2 41.1 42.8 46.8 11.5 
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 （ウ）日頃、お子さんを預かってもらえる人はいますか 

    複 数 回 答   

日常的に祖父祖母等の親族預かる 112 27.4 

緊急時もしくは用事の際には祖父祖母等の親族預かる 227 55.5 

日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる 6 1.5 

 緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる。 25 6.1 

いずれもない 39 9.5 

計 409 100％ 

 
（エ）お子さんの身の回りの世話などを主にしている方 

   

主に父親      2  0.6  

主に母親    325  91.5  

主に祖父母  22 6.2  

その他      0 0.0  

未記入 

計 
 6 

298 

1.7 

100    計   

計 
355 100％ 

      
○2お子さんの親御さんの就労状況について 

パート 人    時間   人   

４日 ２  → １２ １ 

 ５日 ３  １１ １ 

６日 ２  １０ ２ 

 ８ ２ 

４ １ 

 
（イ）母親の就労状況    週当りフルタイム残業   

就労している（フルタイム） 115 32.4  → ０時間 30 9.6  

就労している（フルタイム：産休等） 22 6.2   １時間～１０時間 48 15.4  

就労している（パートタイム等） 99 27.9   １１時間～２０時間 0 0.0  

以前就労現在就労していない 104 29.3   ２１時間～３０時間 0 0.0  

就労したことがない 5 1.4   ３１時間～４０時間 12 3.8  

その他 3 0.8   ４１時間～５０時間 4 1.3  

未記入 7 2.0   ５１時間以上～ 0 0.0  

計 355 100％   未記入 21 6.7  

      計 115 100％  

（ア）父親の就労状況    週当りフルタイム残業   

就労している（フルタイム） 312 87.9 → ０時間 31 9.9  

就労している（フルタイム：産休等） 0 0.0  １時間～１０時間 129 41.3  

就労している（パートタイム等） 7 2.0  １１時間～２０時 43 13.8  

以前就労現在就労していない 6 1.7  ２１時間～３０時 4 1.3  

就労したことがない 0 0.0  ３１時間～４０時 27 8.7  

その他 6 1.7  ４１時間～５０時 14 4.5  

未記入 24 6.8  ５１時間以上～ 7 2.2  

計 355 100％  未記入 57 18.3  

      計 312 100％  
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パート：     就労時間：        

7 日 1  ９時間 2 2.0  日数増・転換希望    

6 日 23  ８時間 13 13.1  希望有 14 14.1 

5 日 44  ７時間 19 19.2  希望あるが予定なし 28 28.3 

4 日 16  ６時間 27 27.3  希望なし 38 38.4 

3 日 9  ５時間 18 18.2  未記入 19 19.2 

2 日 1  ４時間 11   11.1  計 99 100% 

未記入 5  ３時間 5 5.1        

計 99  ２時間 1 1.0        

未記入 3 3.0        

計 99 100%        

 
（ウ）以前就労・就労した事がない人で   
１年以内就労したい 44 40.4% 

子どもが大きくなってから就労 50 45.9% 

就労予定なし 15 13.8% 

計 109 100% 

                                                   

フルタイムによる就労 18 19.1%  週５日 44  ８時間 4 

パートタイム等就労 66 70.2% → 週４日 11  ７時間 2 

未記入 10 10.6%  週３日 5 → ６時間 14 

計 94 100%  未記入 6  ５時間 30 

    計 66  ４時間 9 

    
  

 未記入 1 

         計 60 

（エ）就労希望があるが現在働いていない理由は       
放課後児童クラブ等のサービスが利用できれば就労 6 6.4 

働きながら子育てできる適当な仕事がない 31 33.0 

自分の知識、能力にあう仕事がない 2 2.1 

家族の考え方等就労する環境が整っていない 4 4.3 

その他（妊娠/子供小さい/病気/介護） 37 39.4 

未記入 14 14.9 

94 100% 計 

 （オ）お子さんが何歳になったときに就労 
歳 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １２ 計 

世帯数 ４ ５ １５ ９ ３ ６ ３ １ １ ２ １ ５０ 

（カ）出産前後に離職しましたか   世帯 

離職した 134 37.7 

継続的に働いた 115 32.4 

出産１年前にすでに働いていな

かった 
68 19.2 

未記入 38 10.7 

計 355 100% 
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（キ）離職した方で仕事と家庭の両立するためのサービスは        

 

 

   

 
 
 
 
  
○3 保育サービスの利用についてお伺いします。 

（ア）現在、保育サービスを定期的に受けている。 

利用している 277 78.0 

利用していない 74 20.8 

未記入 4 1.1 

計 355 100% 

 

（イ）利用者でどのような保育サービスを利用（不定期含）していますか（複数回答） 

認可保育所 231 82.5% その他の保育施設 7 2.5% 

家庭的な保育 0 0.0% 幼稚園（通常の就園時間） 15 5.4% 

事業所内保育施設 5 1.8% 幼稚園の預かり保育 

  
4 1.4% 

自治体の認証・認定保育所 14 5.0% ベビーシッター 0 0.0% 

認定子ども園（午前午後を通じた） 3 1.1% ファミリーサポートセンター 0 0.0% 

認定子ども園（午前のみの保育） 1 0.4% 計 280 100% 

 
（ウ）週当たり現在保育サービスの利用状況について 

日 ２ ３ ４ ５ ６ 未記入 計 

世帯数 1 3 2 186 80 5 277 

比率％ 0.4 1.1 0.7 67.1 28.9 1.8 100 

 
（エ）１日当たりの現在の保育サービスの利用状況について 

時間 ２ ３ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 未記入 計 

世帯数 

 
1 3 1 13 13 80 88 52 14 12 277 

比率％ 0.4 1.1 0.4 4.7 4.7 28.9 31.7 18.8 5.0 4.3 100 

 
（オ）何時から何時まで預けているのか 

７時 11 3.9%  １２時 4 1.4% 

８時 147 52.7%  １５時 16 5.8% 

９時 119 42.7% ～ １６時 28 10.0% 

１０時 2 0.7%  １７時 139 49.8% 

計 279 100.0%  １８時 72 25.8% 

    １９時 12 4.3% 

    未記入 8 

 
2.9% 

    計 279 100% 

 

保育サービスが利用できれば継続して就労していた 5 3.7 

職場にいて育児環境等が整っていたら継続して就労した 30 22.4 

保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも整っていたら継続していた 14 10.4 

家族の考え方等就労する環境が整っていない 11 8.2 

いずれにしてもやめていた 57 42.5 

その他 

 
16 11.9 

未記入 1 0.7 

計 134 100% 
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（カ）利用している理由 

現在就労している 202 72.9 

就労予定/求職中 19 6.9 

家族・親族などの介護 4 1.4 

病気や障害をもっている 3 1.1 

学生である 0 0.0 

子どもの教育のため 30 10.8 

その他 17 6.1 

未記入 2 0.7 

計 277 100% 

（キ）保育サービスを利用していない理由は 

必要がない（母親か父親就労していない） 

  
31 41.9    

子どもの祖父母や親戚の人がみている 

  
9 12.2    

近所の人や父母の友人・知人がみている 

  
2 2.7  １歳 5 

預けたいが、保育サービスに空きがない 

  
1 1.4  ２歳 1 

預けたいが経済的な理由でサービスを利用できない 7 9.5  ３歳 7 

預けたいが延長・夜間等条件が整わない 

  
1 1.4  ４歳 3 

預けたいが、サービスの質や場所など、納得できるサービスがない 3 4.1  ５歳 1 

こどもがまだ小さいため                18 24.3 → ６歳 1 

その他 2 2.7  計 18 

計 74 100%    

 

（ク）今は利用していないが、できれば利用したいと考えている理由 

認可保育所 86 17.8% 幼稚園の預かり保育（延長して預

かる） 
12 2.5% 

家庭的な保育 6 1.2% 延長保育   37 7.7% 

事業所内保育施設 19 3.9% ベビーシッター  8 1.7% 

自治体の認証・認定保育所 6 1.2% ファミリーサポートセンター 11 2.3% 

認定子ども園（午前午後を通じた） 22 4.6% 一時預かり 49 10.1% 

認定子ども園（午前のみの保育） 1 0.2% 病児・病後児保育 123 25.5% 

その他の保育施設 2 0.4% 特にない 71 14.7% 

幼稚園（通常の就園時間） 22 4.6% 未記入   8 1.7% 

計 483 100% 

（ケ）特に利用していない人でサービスを利用したいと考ている理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在就労している 51 21.3 

現在就労しているがもっと日数や時間を増やしたい 6 2.5 

就労予定がある/求職中である 11 4.6 

そのうち就労 15 6.3 

就労していないが、子どもの教育などのため 11 4.6 

家族・親族などの介護 2 0.8 

病気や障害を持っている 0 0.0 

学生である/就学したい 0 0.0 

その他 143 59.8 

 計 239 100% 
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○4 育児休業制度の利用についてお伺いします。 

（ア）母親又は父親が育児休業制度を利用したか 

 
 

（イ）育児休業を取得したとき子どもは何ヶ月だったか 

１ヶ月 1 ７ヶ月 10 １４ヶ月 3 ２６ヶ月 1 

２ヶ月 5 ８ヶ月 5 １５ヶ月 1 ２７ヶ月 2 

３ヶ月 8 １０ヶ月 9 １６ヶ月 1 ４５ヶ月 1 

４ヶ月 3 １１ヶ月 4 １９ヶ月 1 ４８ヶ月 1 

５ヶ月 5 １２ヶ月 24 ２０ヶ月 2 現在利用 3 

６ヶ月 13 １３ヶ月 1 ２２ヶ月 1 途中離職 1 

      未記入 3 

      計 109 

（ウ）育児休業明けに希望する保育サービス 

育児休業期間を調整せずにできた 

  
57 52.3 

育児休業期間を調整したのでできた 

  
13 11.9 

できなかった 7 6.4 

希望しなかった 

 
22 20.2 

未記入 10 9.2 

計 109 100% 

（エ）調整したのでできた人で希望する保育サービスが確実に利用できたらかわりましたか 

変わらない 9     
長くした 0  短くした月数 
短くした 4 → ２月 1  

    ３月 2  

    ５月 1  

 

（オ）できなかった人はどう対応 

希望とは違う認可保育所を利用 1 

事業所内の保育サービス利用 1 

上記以外の保育サービス利用 2 

家族等で対応 3 

仕事を辞めた 0 

計 7 

 

 

○5 病時・病後児保育についてお伺いします。 

（ア）保育サービスを利用している方で病気やケガで通常の保育サービスの利用できなかったこと 

あった 196 64.9 

なかった 106 35.1 

計 302 100% 

 

母親が利用した 109 31.6 

父親が利用した 1 0.3 

母親と父親の両方が利用した 0 0.0 

利用しなかった 235 68.1 

計 345 100% 
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（イ）利用できなかった場合、だれが何日休みましたか（複数回答） 

内容      日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 未記入 計 比率 

父親が休んだ 16 15 6 2 6 1 1 0 0 4 6 0 57 17.8 

母親が休んだ 16 17 19 4 20 6 9 0 1 22 22 0 136 42.5 

親族・知人に預けた 10 15 15 4 10 2 0 0  18 22 0 96 30.0 

就労していない保護 0 1 5 0 4   2 0 0 4 12 0 28 8.8 

病時・病後児の保育

サービス利用 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0 0.0 

ベビーシッターを頼

んだ 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0 0.0 

ファミリーサポート

センターにお願いし

た 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0 0.0 

仕方なく子どもだけ

で留守番させた 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.6 

計 42 49 45 10 40 9 12 0 1 48 62 2 320 100% 

（ウ）できれば何日預けたいか 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 20 25 30 40 計 

人 3 10 11 7 18 5 4 2 1 13 1 2 2 1 3 1 2 2 88 

 

○6 一時預かりについてお伺いします。 

（ア）この１年間私用やリフレッシュ目的、冠婚葬祭、子どもの親の病気等就労により預けたか 

 

（イ）あるひとで内容は （私用目的は複数回答） 

   内容         日 １ 2 3 4 5 6～ 11 21 31 41 以上 未記入 計 

年間何日か 12 10 8 4 9 15 11 6 3 9 8 95 

私用、リフレッシュ目的 11 8 7 5 3 7 1 10 0 2   54 

冠婚葬祭・子ども病気目的 12 11 7 2 4 7 3 1 0 2 1 50 

就労目的 4 2 7 1 6 8 6 2 1 4 1 42 

 

○7 来年度就学予定の児童を持つ保護者にお伺いします。 

（ア）来年度就学予定の児童で 放課後児童クラブの利用は               

利用したい 63 50.0% → 週週何回 1 2 3 4 5 6 未記入 計 

利用予定ない 63 50.0%   1 1 6 2 47 3 3 63 

 
 
 
 
 

ある 95 27.1 

ない 253 72.1 

未記 3 0.9 

 計 351 100% 
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（就学児童用６歳～９歳）（注）端数調整により１００％にならないことがあります。 

○1家族とお子さんの状況について 
(ア)子どもは何人いますか  

 

 

また、２人以上いる場合の末の子の年齢は 

   人   

歳  
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 未記入 計 

世帯数 12 16 20 16 30 28 30 38 33 29 2 7 261 

比率％ 4.6 6.1 7.7 6.1 11.5 10.7 11.5 14.6 12.6 11.1 0.8 2.7 100 

 
 （イ）お子さんとの同居・近居 
 

                   
  （ウ）日頃、お子さんを預かってもらえる人はいますか（複数回答） 

日常的に祖父祖母等の親族預かる 

 
133 38.0  

緊急時もしくは用事の際には祖父祖母等の親族預かる 146 41.7  

日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる 9 2.6  

緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる。 32 9.1  

いずれもない 30 8.6  

計 350 100％  

 
（エ）お子さんの身の回りの世話などを主にしている方 

主に父親 4 1.3  

主に母親 269 90.3  

主に祖父母 23 7.7  

その他 2 0.7  

計   298 100％  

 
  ○2お子さんの親御さんの就労状況について 

 

   １人 ２人 ３人 ４人 ５人 計 

世帯数 37 123 112 23 3 298 

比率％ 12.4 41.3 37.6 7.7 1.0  100 

       （複数回答：回答世帯２９８世

  父同居 母同居 祖父同 祖 母 同 祖父近 祖母近 その他 

世帯数 263 287 108 149 95 119 38 

比率％ 88.3 96.3 36.2 50 31.9 39.9 12.8 

（ア）父親の就労状況    週当りフルタイム残業  ％ 

就労している（フルタイム） 258 86.6  → ０時間 35 13.6  

就労している（フルタイム：産休等） 1 0.3   １時間～１０時間 114 44.2  

就労している（パートタイム等） 3 1.0   １１時間～２０時間 32 12.4  

以前就労現在就労していない 6 2.0   ２１時間～３０時間 3 1.2  

就労したことがない 0 0.0   ３１時間～４０時間 19 7.4  

その他 18 6.0   ４１時間～５０時間 13 5.0  

未記入 12 4.0   ５１時間以上～ 4 1.6  

計 298 100%   未記入 38 14.7  

      計 258 100%  
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パート 世帯   時間 世帯 

５日 1  → １５ 1 

６日 1  １０ 1 

７日 1  ４ 1 

  

（ウ）以前就労・就労した事がない人で 
１年以内就労したい 33 51.6 

子どもが大きくなってから就労 22 34.4 

就労予定なし 9 14.1 

計 64 100% 

 
フルタイムによる就労 12 51.6  週５日 31  ８時間 1 

パートタイム等就労 41 34.4 → 週４日 6  ７時間 1 

未記入 2 14.1  未記入 4  ６時間 8 

計 55 100  計 41 世帯 → ５時間 20 

         ４時間 7 

         未記入 4 

         計 41 世帯 

（エ）就労希望があるが現在働いていない理由は 
放課後児童クラブ等のサービスが利用できれば就労 4 7.3 

働きながら子育てできる適当な仕事がない 18 32.7 

自分の知識、能力にあう仕事がない 1 1.8 

家族の考え方等就労する環境が整っていない 8 14.5 

その他（妊娠/子供小さい/病気/介護） 18 32.7 

未記入 6 10.9 

計 55 100% 

（イ）母親の就労状況 世帯 ％  週当りフルタイム残業     世帯 ％ 

就労している（フルタイム） 113 37.9  → ０時間 33 29.2  

就労している（フルタイム：産休等） 4 1.3   １時間～１０時間 48 42.5  

就労している（パートタイム等） 107 35.9   １１時間～２０時間 1 0.9  

以前就労現在就労していない 55 18.5   ２１時間～３０時間 0 0.0  

就労したことがない 7 2.3   ３１時間～４０時間 12 10.6  

その他 8 2.7   ４１時間～５０時間 2 1.8  

未記入 4 1.3   ５１時間以上～ 0 0.0  

計 298 100   未記入 17 15.0  

      計 113 100  

パート： 世帯 就労時間：  世帯       
６日 21  ８時間 15 14.0  日数増・転換希望      世帯 

５日 56  ７時間 19 17.8  希望有 27 25.2 

４日 16  ６時間 26 24.3  希望あるが予定なし 29 27.1 

３日 7  ５時間 22 20.6  希望なし 25 23.4 

２日 1  ４時間 15 14.0  未記入 26 24.3 

未記入 6  ３時間 8 7.5  計 107 100% 

計 107  ２時間 1 0.9        

   未記入 1 0.9        

   計 107 100%        
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  （オ）お子さんが何歳になったときに就労 
年齢 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 計 

世帯数 2 0 1 6 0 2 2 3 2 4 22 

 
○3放課後児童クラブの利用について 
（カ）現在、放課後児童クラブを利用しているか 
利用している 18 6.1 

利用していない 279 93.6 

未記入 1 0.3 

計 298 100% 

 
（キ）放課後児童クラブの利用日数は 土曜・日曜の利用は お子さんの世話を主にしている方は   
日数 ２ ３ ４ ５ 計  ある なし 計 

世帯数 1 1 2 14 18 → 2 16 18 

         

        

         

         

      

   
 

 
 

 
  （ク）放課後児童クラブを利用していない理由は    

現在就労していない 63 22.6  その他の理由     
就労しているが放課後クラブを知らなかった 5 1.8  祖父母同居等家族で面倒みれる  

  〃  近くに放課後児童クラブがない   61 21.9  産休だから 

  〃  放課後児童クラブに空きがない   1 0.4  自営業だから 

  〃  放課後児童クラブの開所時間が短い 2 0.7   
  〃  利用料がかかるから 10 3.6   
  〃  子どもは放課後の習い事をしているから 19 6.8   
  〃  放課後の短時間ならば大丈夫と思う 39 14.0   
  〃  他の施設に預けているから 0 0.0   
その他 77 27.6   
未記入 2 0.7         

計 279 100％         

  
  （ケ）利用していない人で今後利用の考えはありませんか     土曜・日曜の利用は 

利用したい 97 34.8  →週何日 １日 6 6.2 → ある 51 52.6 

今後も利用しない 179 64.2    ２日 13 13.4  ない 38 39.2 

未記入 3 1.1    ３日 20 20.6  未記入 8 8.2 

計 279 100％    ４日 2 2.1  計 97 100％ 

      ５日 42 43.3     

      ６日 9 9.3     

      ７日 1 1.0     

      未記入 4 4.1     

      計 97 100％     

現在、就労している 16 

就労予定/求職中 2 

家族・親族などの介護 0 

病気や障害を持っている 0 

学生である 0 

その他 0 

計 18 
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（コ）利用していない人で今後利用したい理由 
現在就労している 55 56.7 

就労予定/求職中である 3 3.1 

そのうち就労 17 17.5 

家族・親族などの介護 2 2.1 

病気や障害を持っている 1 1.0 

学生である/就学したい 0 0.0 

就労していないが子どもの教育のため 6 6.2 

その他 7 7.2 

未記入 6 6.2 

計 97 100% 

   
  （サ）放課後子ども教室への利用意向は 

意向がある 82 27.5 → １日 12 14.6 

意向がない 105 35.2  ２日 16 19.5 

対象のサービスがない 91 30.5  ３日 20 24.4 

未記入 20 6.7  ４日 4 4.9 

計 298 100%  ５日 27 32.9 

      ６日 2 2.4 

      ７日 1 1.2 

      計 82 100% 

   
 
   （シ）小学４年生以降の放課後の過ごし方(複数回答)   何年生まで利用したいか 

放課後児童クラブを利用したい 43 13.0 → 小学１年生 0 0.0 

放課後子ども教室を利用したい 50 15.1  小学 2年生 2 4.7 

クラブ活動など習い事をさせたい 178 53.6  小学 3年生 4 9.3 

利用を希望するサービスがない 39 11.7  小学 4年生 5 11.6 

その他 8 2.4  小学 5年生 2 4.7 

未記入 14 4.2  小学 6年生 30 69.8 

計 332 100%  計 43 100% 

 
 
 
 ○4お子さんの病児・病後児の対応について 
 （ア）病気やケガで学校を休んだことがありますか  

あった 151 50.7 

なかった 142 47.7 

未記入 5 1.7 

計 298 100% 
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（イ）休んだのはだれ（複数回答）     何日休んだ 

 
                       
（ウ）父親・母・親族でなくできれば施設に預けたい  対象者１６２人のうち３５人が希望 

 

○5すべての方に一時預かりについて 
（ア）この１年間で私用やリフレッシュ、冠婚葬祭子どもの親の病気等葬祭就労のため家族以外に

一時的に預けたか 

ある 89 29.9 

ない 203 68.1 

未記入 6 2.0 

計 298 100% 

 
日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13～ 計 

世帯数 5 4 9 4 12 0 3 0 0 15 0 3 34 89 

           
 

 
             複数回答 

内容      
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13

～ 
計 

私用 2 5 4 1 5 0 1 0 0 8 0 0 6 32 

冠婚葬祭 5 4 4 1 4 0 3 1 0 3 0 1 3 29 

就労 4 5 10 0 11 0 2 0 0 7 0 1 16 56 

 
 
 
 
 
 
 

    １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８～ 計（日） 

父親 16 7.2   7 0 2 1 4 0 0 2 16 

母親 79 35.4   26 21 11 2 4 0 5 10 79 

親族・知人に預けた 67 30.0   18 21 9 1 8 0 1 9 67 

就労していない保護者 43 19.3   9 8 8 4 5 2 2 5 43 

病児・病後児の保育サー

ビス利用 
0 0.0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ベビーシッターを頼んだ 0 0.0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ファミリーサポートセン

ター利用 
0 0.0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

仕方なく子どもだけで留

守番 
14 6.3   8 4 1 0 0 0 0 1 14 

その他 4 1.8   0 2 0 1 0 0 0 1 4 

計 223世 100％   68 56 31 9 21 2 8 28 223 世帯 

日数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８～ 計 

内訳 7 6 2 0 8 0 4 8 35 人 
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６. 芦北町次世代育成支援対策地域協議会委員名簿と開催状況 

芦北町次世代育成支援地域協議会委員名簿（平成２０年度～平成２１年度） 

（委員名順不同） 
区 分 氏  名 所 属 団 体 名（役職名） 
会 長 渋 谷 百 錬 社会福祉法人 同朋会 淳光育児園（園長） 
副会長 峯  良 子 芦北町民生児童委員協議会（主任児童委員） 
委 員 久 野 京 子 芦北町立田浦保育所（所長） 
委 員 本 山 洋 子 芦北町民生児童委員協議会（主任児童委員） 
委 員 福 山 明日香 芦北町立保健センター（保健師） 
委 員 大 塚 雄 二 芦北町教育課（課長補佐） 
委 員 才 松 理 紗 芦北学園発達医療センター（相談支援専門員） 
委 員 山 田 和 治 芦北町社会福祉協議会（地域福祉課長） 
委 員 藤 井 友 美 子育てサークルデコポンキッズ 
委 員 大 岩 憲 治 芦北町福祉課（課長） 
※ 事務局 福祉課児童家庭係 江上、山田、濱本 

 
開催状況 
平成２０年度 
第１回 平成 21年 3月 12日（木） 15:00～17:30 
        平成 20年度の実施状況について 
    平成 21年度予算（協議会 3回開催予定）について 
    保育ニーズ調査における課題と後期計画について 
平成２１年度 
第１回 平成 21年 10月 30日（金） 15:00～17:30 
        次世代育成支援行動計画の後期計画の概略について 

質疑 
     今後のスケジュールについて 
第２回 平成 22年 2月 8日（月）15:00～17:00 
        次世代育成支援行動計画の後期計画（案）の説明について 
        （案）の質疑について 
第３回 平成 22年 3月中旬予定 
    次世代育成支援行動計画の後期計画（最終案）について 
    最終案の承認 
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